
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
と
官
僚
制

―
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
一
考
察
―

�

住

弘

久

第
一
章

は
じ
め
に

第
一
節

本
稿
の
課
題

本
年
（
二
〇
一
一
年
）
四
月
一
日
、「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
公
文
書
管
理
法
」
と
略
す
）
が
施
行
さ
れ
た
。

二
〇
〇
九
年
六
月
二
三
日
に
可
決
・
成
立
し
た
こ
の
法
律
は
、「
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事
実
の
記
録
で
あ

る
公
文
書
等
」
に
つ
い
て
「
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的

に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
（
第
一
条
）、
意
思
決
定
過
程
等
に
か
か
わ
る
行
政
文
書
作
成
の
義
務
づ
け
や

（
第
四
条
）、
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
・
廃
棄
（
第
八
条
）
な
ど
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
現
在
の
み
な

ら
ず
将
来
の
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
も
全
う
す
る
た
め
の
法
（
１
）
律
」「
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
実
現
の
た
め
に
、
極
め
て
重
要

な
第
一
歩
を
記
し
た
こ
と
は
疑
い
な
（
２
）
い
」
な
ど
と
評
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
文
書
館
理
法
は
行
政
機
関
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
機
関
と
司
法
機
関
の
公
文
書
は
基
本
的
に

論

説
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射
程
に
入
っ
て
い
な
い
。
公
文
書
管
理
法
で
の
「
公
文
書
等
」
と
は
行
政
文
書
・（
独
立
行
政
法
人
な
ど
の
）
法
人
文
書
・
特
定
歴
史

公
文
書
等
を
指
し
て
お
り
（
第
二
条
）、
国
の
機
関
に
お
け
る
全
て
の
公
文
書
を
包
含
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

公
文
書
管
理
法
に
お
い
て
立
法
機
関
と
司
法
機
関
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
、
第
一
四
条
「
行
政
機
関
以
外
の
国
の
機
関
が
保
有

す
る
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
及
び
移
管
」
に
と
ど
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
旧
国
立
公
文
書
館
法
第
一
五
条
の
規
定
を
横
滑

り
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
文
書
管
理
法
で
初
め
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
（
３
）
い
。
こ
う
し
た
立
法
機
関
と
司
法
機
関
に
関
す
る

規
定
の
不
備
は
、
公
文
書
館
理
法
が
国
会
に
上
程
さ
れ
た
直
後
に
日
本
弁
護
士
連
合
会
か
ら
出
さ
れ
た
「
公
文
書
管
理
法
案
の
修
正

と
情
報
公
開
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
」（
二
〇
〇
九
年
四
月
二
四
日
）
に
お
い
て
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
国
会

や
裁
判
所
の
公
文
書
に
つ
い
て
も
、
行
政
文
書
と
同
様
の
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
会
や
裁
判
所
の
公
文
書
館
理
法
を
、
こ
の
法

律
の
制
定
後
１
年
以
内
に
別
途
制
定
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
」
と
言
及
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
公
文
書
管
理
法
の
附
則
第
一
三
条
第
二
項
で
「
国
会
及
び
裁
判
所
の
文
書
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ

の
法
律
の
趣
旨
、
国
会
及
び
裁
判
所
の
地
位
及
び
権
能
等
を
踏
ま
え
、
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ

た
。
将
来
の
課
題
と
し
て
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
（
４
）
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
よ
る
『
事
件
記
録
の
編
成
に
関
す
る
通
達
の
解
説
』（
一

九
八
三
年
）
や
『
受
付
分
配
通
達
等
の
概
要
に
つ
い
て
』（
一
九
九
五
年
）
な
ど
実
務
的
な
書
物
を
通
じ
て
断
片
的
に
紹
介
さ
れ
る
に

と
ど
ま
り
、
そ
の
全
体
像
が
描
か
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
（
５
）
た
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
裁
判
所
に
お
け
る
文
書

管
理
を
裁
判
所
の
官
僚
制
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
些
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
中
央
省
庁
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
論
じ
た
旧
稿
と
の
関
連
性
も
意
識
し
つ
（
６
）
つ
、
下
級
裁
判
所
（
主
に
地
方
裁
判
所
本
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庁
）
を
対
象
に
論
述
を
す
す
め
て
い
（
７
）
く
。
下
級
裁
判
所
を
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
各
裁
判
所
（
各
「
裁
判
所
」
は
各
「
庁
」
と
も
い

わ
れ
る
）
の
比
較
が
可
能
に
な
る
と
同
時
に
、
最
高
裁
判
所
と
の
関
係
も
浮
か
び
上
が
り
、
文
書
管
理
の
実
態
に
よ
り
接
近
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
節

裁
判
所
組
織
の
概
要
と
文
書

Ｍ．

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、『
支
配
の
社
会
学
』
の
な
か
で
、
合
法
的
支
配
の
「
最
も
純
粋
な
型
」
と
し
て
官
僚
制
を
位
置
づ
け
、
そ

の
活
動
の
基
礎
に
「
文
書
」
主
義
の
原
則
が
あ
る
と
述
べ
て
い
（
８
）
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ま
ず
、
裁
判
所
の
官
僚
制
が
い
か
な
る
組

織
編
成
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
文
書
に
依
拠
し
て
活
動
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

裁
判
所
は
、
基
本
的
に
、
�
裁
判
に
関
わ
る
一
切
の
事
務
（
す
な
わ
ち
裁
判
事
務
）
を
行
う
「
裁
判
部
門
」
と
、
�
裁
判
事
務
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
事
務
（
す
な
わ
ち
司
法
行
政
事
務
）
を
行
う
「
司
法
行
政
部
門
」、
と
い
う
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
部
門
か
ら

成
り
立
っ
て
い
（
９
）
る
。
こ
の
う
ち
裁
判
部
門
は
「
裁
判
部
」「
事
件
部
」、
司
法
行
政
部
門
は
「
事
務
局
」「
事
務
部
」
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。（
以
下
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
裁
判
部
門
を
「
裁
判
部
」、
司
法
行
政
部
門
を
「
事
務
局
」
と

表
記
し
て
い
く
。）

（
一
）

裁
判
部

裁
判
部
は
、「
民
事
部
」
と
「
刑
事
部
」
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
裁
判
所
の
規
模
に
応
じ
て
部�

が
設
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を

決
め
て
い
る
の
が
「
下
級
裁
判
所
の
部
の
数
を
定
め
る
規
程
」（
最
高
裁
判
所
規
程
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
札
幌
地
方
裁
判
所
の
場

合
、
部�

の
数
は
八
と
定
め
ら
れ
て
い
（
１０
）
る
。
具
体
的
に
見
る
と
、
民
事
部
は
「
通
常
部
」「
特
殊
部
」「
訟
廷
事
務
室
」
か
ら
編
成
さ
れ
、
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通
常
部
と
し
て
民
事
第
一
部�

〜
第
三
部�

と
第
五
部�

、
特
殊
部
と
し
て
執
行
事
件
や
破
産
事
件
な
ど
を
処
理
す
る
民
事
第
四
部�

が
置
か

れ
て
い
る
（
合
計
五
つ
の
部�

）。
そ
し
て
、
刑
事
部
は
「
立
会
部
」
と
「
訟
廷
事
務
室
」
か
ら
な
り
、
立
会
部
と
し
て
刑
事
第
一
部�

〜

第
三
部�

が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
合
計
三
つ
の
部�

）。
規
程
ど
お
り
八
つ
の
部�

か
ら
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部�

は
、
事

件
処
理
の
単
位
と
し
て
、
基
本
的
に
裁
判
官
・
裁
判
所
書
記
官
・
裁
判
所
事
務
官
等
か
ら
構
成
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
に
指
名
さ
れ
る

部
総
括
判
事
（
裁
判
官
）
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
書
記
官
は
裁
判
官
の
、
裁
判
所
事
務
官
は
裁
判
所
書
記
官
の

補
助
者
と
し
て
執
務
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
部�

と
な
ら
ん
で
民
事
部
・
刑
事
部
そ
れ
ぞ
れ
に
置
か
れ
る
「
訟
廷
事
務
室
」
は
裁
判
事
務
の
み
な
ら
ず
、
司
法

行
政
事
務
ま
で
行
う
ユ
ニ
ー
ク
な
部
署
で
あ
る
。
訟
廷
事
務
室
に
は
、「
訟
廷
管
理
官
の
下
に
置
く
係
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
依
命

通
達
）
に
基
づ
き
、
基
本
的
に
庶
務
係
・
事
件
係
・
記
録
係
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
青
森
地
方
裁
判
所
を
例
に
と
る
と
、

裁
判
部
の
司
法
行
政
事
務
を
担
当
す
る
の
は
、
�
民
事
部
・
民
事
訟
廷
に
お
け
る
庶
務
係
、
�
刑
事
部
・
刑
事
訟
廷
に
お
け
る
庶
務

係
、
で
あ
（
１１
）
る
。
つ
ま
り
、
民
事
部
・
刑
事
部
そ
れ
ぞ
れ
の
訟
廷
事
務
室
で
は
、
庶
務
係
が
司
法
行
政
事
務
（＝

裁
判
部
の
職
員
に
対

す
る
庶
務
的
な
業
務
）
を
、
事
件
係
と
記
録
係
が
裁
判
事
務
（＝

事
件
の
受
付
・
分
配
や
記
録
管
理
業
務
）
を
分
掌
す
る
と
い
う
形
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
訟
廷
事
務
室
で
行
わ
れ
る
裁
判
事
務
と
司
法
行
政
事
務
は
「
係
」
単
位
で
明
確
に
割
り
切
れ

な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
刑
事
部
・
刑
事
訟
廷
に
特
に
置
か
れ
て
い
る
裁
判
員
係
に
は
、
両
方
の
事

務
の
混
在
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
（
１２
）
る
。

（
二
）

事
務
局

事
務
局
に
は
、「
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
」（
最
高
裁
判
所
規
則
）
第
二
四
条
に
基
づ
き
、
基
本
的
に
�
高
等
裁
判
所
で
は
総
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務
課
・
人
事
課
・
会
計
課
・
資
料
課
、
�
地
方
裁
判
所
（
家
庭
裁
判
所
）
で
は
総
務
課
・
会
計
課
・
資
料
課
、
が
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
裁
判
所
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
係
」
を
置
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
か
ら
出
さ
れ
た

「
下
級
裁
判
所
の
事
務
局
等
の
組
織
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
く
「
課
に
置
く
係
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
依
命
通

達
）
で
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
課
に
置
く
係
に
つ
い
て
」
は
、「
別
表
第
１
」
で
裁
判
所
ご
と
に
「
課
に
置
く
係
」
を
示
し
て
い
る
。
札
幌
地
方
裁
判
所
に
つ
い

て
見
る
と
、
た
と
え
ば
、
�
「
総
務
課
」
に
は
庶
務
係
・
文
書
係
・
警
備
係
、
�
「
会
計
課
」
に
は
管
理
係
・
経
理
係
・
用
度
係
・

共
済
組
合
係
、
を
置
く
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
別
表
第
２
」
で
「
係
」
の
「
分
掌
事
務
」
が
記
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
�
総
務
課
の
「
文
書
係
」
は
「
１

公
印
の
保
管
に
関
す
る
事
項

２

文
書
の
接
受
、
作
成
、
発
送
、
保
管

及
び
廃
棄
並
び
に
文
書
事
務
の
管
理
に
関
す
る
事
項

３

通
知
、
報
告
等
に
関
す
る
事
項
」、
�
会
計
課
の
「
管
理
係
」
は
「
１

会
計
課
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

２

会
計
に
関
す
る
計
画
、
連
絡
、
報
告
等
に
関
す
る
事
項
」
な
ど
、
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
各
裁
判
所
の
事
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
。「
課
」
に
つ
い
て
は
「
下
級
裁
判
所
事
務
処
理

規
則
」、「
係
」
に
つ
い
て
は
「
課
に
置
く
係
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
「
裁
判
所
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
の

認
可
を
得
て
」
規
則
や
通
達
に
は
な
い
課
・
係
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁

判
所
は
、
二
〇
〇
一
年
に
出
納
第
三
課
の
設
置
を
最
高
裁
判
所
か
ら
認
可
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
特
別
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
も
、「
最
高
裁
判
所
の
認
可
」
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
組
織
編
成
に
お
け
る
下
級
裁
判
所
の
独
自
性
は
や
は
り
限
定
的
な

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
「
係
」
の
「
分
掌
事
務
」
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
ご
と
に
通
達
と
は
異
な
る
定
め
を
独

自
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

裁判所における文書管理と官僚制

８７



（
三
）

裁
判
所
に
お
け
る
二
種
類
の
事
務
と
文
書

以
上
の
よ
う
に
下
級
裁
判
所
の
組
織
編
成
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
規
則
・
規
程
・
通
達
を
通
じ
て
基
本
的
に
厳
し
い
縛
り
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
、
最
高
裁
判
所
か
ら
下
級
裁
判
所
に
い
た
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
統
制
構
造
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
最
高
裁
判
所
を
頂
点
と
す
る
裁
判
所
機
構
全
体
を
通
じ
て
の
階
統
制
構
造
の
も
と
で
、
下
級
裁
判
所
に
は

「
裁
判
部
門
」（
裁
判
部
）
と
「
司
法
行
政
部
門
」（
事
務
局
）
と
い
う
二
つ
の
部
門
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
裁
判
事
務
」
と

「
司
法
行
政
事
務
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
性
質
の
事
務
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
事
務
は
、
部
門

に
よ
っ
て
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
裁
判
部
に
置
か
れ
る
「
訟
廷
事
務
室
」
は
、
二
つ
の
事

務
が
交
差
す
る
部
署
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
性
質
の
異
な
る
二
種
類
の
事
務
を
、
裁
判
所
の
官
僚
制
は
「
裁
判
文
書
」
と
「
司
法
行
政
文
書
」
と
い
う
二
つ

の
文
書
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
（
１３
）
る
。
裁
判
所
は
二
種
類
の
文
書
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
行
政
文
書
の
み
か
ら
な
る
行

政
機
関
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
章
か
ら
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
態

に
つ
い
て
、
裁
判
文
書
と
司
法
行
政
文
書
に
分
け
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章

裁
判
部
の
文
書
管
理
―
民
事
事
件
を
主
た
る
素
材
と
し
て
―

裁
判
部
で
管
理
さ
れ
る
「
裁
判
文
書
」
は
、「
事
件
記
録
」（
民
事
事
件
記
録
・
刑
事
事
件
記
録
な
ど
）
と
「
事
件
書
類
」
か
ら
な
（
１４
）
る
。

本
章
で
は
、
民
事
事
件
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
裁
判
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
（
公
開
）・
廃
棄
（
移
管
）
に
い
た
る
過
程
を
通
し
て
、

裁
判
文
書
が
官
僚
制
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

《論 説》
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第
一
節

裁
判
文
書
の
作
成

（
一
）

受
付
か
ら
分
配
の
過
程

裁
判
文
書
の
作
成
は
、
事
件
の
「
受
付
」
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
、「
訟
廷
事
務
室
」（
単
に
「
訟
廷
」
と
も
い
わ
れ
る
）
に

お
い
て
、
専
ら
裁
判
所
の
受
付
担
当
職
員
（
基
本
的
に
裁
判
所
書
記
官
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
具
体
的
な
手
順
を
規
定
し
た

の
が
「
事
件
の
受
付
及
び
分
配
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
通
達

に
基
づ
い
て
受
付
事
務
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

受
付
は
、
訟
廷
事
務
室
の
「
事
件
係
」
が
担
当
す
る
。
大
ま
か
な
業
務
と
し
て
は
、
訴
状
な
ど
の
書
（
１５
）
類
を
受
領
し
た
そ
の
日
の
う

ち
に
、
�
閲
読
↓
�
受
付
日
付
の
表
示
↓
�
帳
簿
へ
の
登
載
↓
�
符
号
及
び
番
号
の
記
載
↓
�
収
入
印
紙
の
消
印
等
、
を
行
う
。
具

体
的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

�
閲
読
で
は
、
受
領
し
た
書
類
の
「
過
誤
又
は
欠
点
」
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
提
出
者
に
任
意
の
補
正
を
促
す
」
な

ど
す
る
。
閲
読
終
了
後
、
受
付
日
付
印
を
書
類
の
「
第
１
ペ
ー
ジ
の
余
白
の
見
や
す
い
箇
所
に
押
す
」
こ
と
で
、
�
受
付
日
付
の
表

示
を
行
う
。
そ
し
て
、
書
類
を
�
帳
簿
（
事
件
簿
）
に
登
載
し
、
受
付
日
付
印
の
所
定
の
場
所
に
�
符
号
及
び
番
号
を
記
載
・
認
印

を
押
す
。
な
お
、
こ
こ
で
の
符
号
は
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
い
え
ば
「
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
」（
最
高
裁
判
所
規
程
）
で
定
め
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
通
常
訴
訟
事
件
は
「
ワ
」、
簡
易
裁
判
所
の
そ
れ
は
「
ハ
」
と
な
る
。
さ
ら

に
収
入
印
紙
等
を
貼
り
付
け
、
�
収
入
印
紙
の
消
印
等
を
行
う
こ
と
で
、
受
付
手
続
が
完
了
す
る
。

受
付
の
終
っ
た
書
類
は
、「
資
料
１
」
の
よ
う
な
表
紙
が
つ
け
ら
れ
、「
事
件
記
録
」
と
し
て
の
外
観
が
整
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

部�

に
「
分
配
」
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
訟
廷
事
務
室
か
ら
民
事
第
一
部�

に
事
件
記
録
が
配
布
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
分
配
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
事
件
係
に
お
け
る
事
件
記
録
は
、
裁
判
所
書
記
官
の
資
格
を
持
つ
同
係
長
に
よ
っ
て
施
錠
の
で
き
る
保
管
庫
や
倉
庫

裁判所における文書管理と官僚制
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資料１

当
事
者
欄

符
号

原
告

甲
・
被
告

乙
・
参
加
人

丙
・
引
受
人

丁
・
補
助
参
加
人

成

全 冊の内 冊

（出所） 司法研修所監修『４訂 民事訴訟第一審手続の解説―事件記録に基づいて―』（法曹
会、２００１年）。一部改変してある。

民事第一審訴訟記録

○○地方裁判所民事第○部

貸 金

電 話
ファックス

０４３―○○○―○○○○
０４３―○○○―○○○○

０３―○○○○―○○○○
０３―○○○○―○○○○

／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：

代 理 人

× × × ×

□ □ □ □

／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：
／ ・ ：

事

件

の

標

目

符号

平成○○年（ ワ ）第 ○○○ 号

平成 年（ ）第 号

平成 年（ ）第 号

平成 年（ ）第 号

当 事 者

○ ○ ○ ○

△ △ △ △

２／１６・ １０：００
３／６・ ２：００
４／３・ １：００
５／１７・ １：００
６／２９・ ３：００
６／１１・ １：００

期

日

符号

甲

乙

事

件

番

号

裁
判
官

書
記
官

調停委員

結 果
平成 年
月 日

□ 認容
□ 一部
□ 認容
□ 棄却
□ 和解
□ 認諾
□ 取下
□

保
存
終
期

平
成

年

月

日

被 告
□受 理
□結 果
保管物
□受 人
□返 還
予告登記
□嘱 託
□抹 消

□事件票
□事件簿

保
存
始
期

平
成

年

月

日

《論 説》
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で
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
（
１６
）

る
。

分
配
の
具
体
的
方
法
は
、「
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
」（
最
高
裁
判
所
規
則
）
第
六
条
に
基
づ
き
各
裁
判
所
で
毎
年
、
決
め
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
は
「
東
京
地
方
裁
判
所
及
び
管
内
簡
易
裁
判
所
の
平
成
２３
年
度
に
お
け
る
裁
判
官
の
配
置
、

裁
判
事
務
の
分
配
及
び
代
理
順
序
、
開
廷
の
日
割
並
び
に
司
法
行
政
事
務
の
代
理
順
序
に
つ
い
て
の
定
め
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五

日
現
在
）
が
作
成
さ
れ
、
民
事
部
・
刑
事
部
と
も
に
基
本
的
に
「
事
件
の
種
類
ご
と
に
、
受
理
の
順
序
に
従
っ
て
…
…
順
次
分
配
」

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
分
配
」
の
こ
と
を
「
配
点
」（
配
て
ん
）
と
い
（
１７
）
う
。
ま
た
、「
順
序
に
従
っ
て
」
配
点
す
る
こ
と

を
「
順
点
」（
順
て
ん
）
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

部�

へ
の
配
点
（
配
て
ん
）
は
手
渡
し
で
行
わ
れ
、
相
互
に
事
件
記
録
の
冊
数
等
を
確
認
す
（
１８
）
る
。
こ
の
際
、
事
件
係
は
事
件
簿
の
所

定
の
箇
所
に
受
領
者
か
ら
受
領
印
を
も
ら
（
１９
）
う
。
こ
う
し
て
配
点
（
配
て
ん
）
を
受
け
た
部�

で
事
件
処
理
が
な
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
作

成
さ
れ
た
様
々
な
書
類
が
編
成
さ
れ
る
こ
と
で
事
件
記
録
が
実
質
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
訟
廷
事
務
室
で
行
わ
れ
る
受
付
か
ら
分
配
の
過
程
は
、
後
述
す
る
訴
訟
完
結
後
の
保
存
・
廃
棄
等
の
過
程
と
合
わ

せ
て
「
訟
廷
事
務
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
訟
廷
事
務
を
最
終
的
に
統
率
す
る
の
は
、
民
事
部
・
刑
事
部
そ
れ
ぞ
れ
に
置
か
れ
る

「
首
席
書
記
官
」
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
首
席
書
記
官
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
主
任
書
記
官
の
資
格
を
持
つ
「
訟
廷
管
理
官
」（
民

事
訟
廷
管
理
官
と
刑
事
訟
廷
管
理
官
）
に
よ
っ
て
訟
廷
事
務
は
取
り
仕
切
ら
れ
る
（
但
し
、
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
の
選
任
に
つ
い
て
の

訟
廷
事
務
は
別
途
、「
裁
判
員
調
査
官
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
（
２０
）
る
）。

因
み
に
「
裁
判
所
書
記
官
」
は
、
裁
判
所
法
第
六
〇
条
第
二
項
で
「
裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
の
書
類
の
作
成
及
び

保
管
そ
の
他
他
の
法
律
に
お
い
て
定
め
る
事
務
を
掌
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
裁
判
所
書
記
官
の
う
ち
、
高
等
裁
判
所
・
地

方
裁
判
所
の
ト
ッ
プ
に
い
る
の
が
「
首
席
書
記
官
」
で
あ
る
。
首
席
書
記
官
は
、
裁
判
部
に
お
け
る
裁
判
所
書
記
官
（
お
よ
び
裁
判

裁判所における文書管理と官僚制
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所
速
記
官
）
が
行
う
一
般
執
務
の
全
体
を
指
導
監
督
す
る
（
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
首
席
書
記
官
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
次
席
書
記
官
」
が
配

置
さ
れ
る
）。
そ
し
て
、「
主
任
書
記
官
」
が
各
部�

の
裁
判
所
書
記
官
（
お
よ
び
裁
判
所
速
記
官
）
の
指
導
監
督
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る

（
な
お
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
主
任
書
記
官
以
下
を
指
導
監
督
す
る
「
総
括
主
任
書
記
官
」
が
置
か
れ
て
い
（
２１
）
る
）。

（
二
）

事
件
記
録
の
編
成

事
件
処
理
は
部�

の
裁
判
官
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
当
事
者
や
弁
護
士
な
ど
か
ら
証
拠
書
類
な
ど
様
々
な
書
面
が
出
さ

れ
、
裁
判
所
で
は
判
決
文
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
文
書
が
作
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
所
書
記
官
に

よ
っ
て
編
成
さ
れ
、
事
件
記
録
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
く
。

事
件
記
録
の
具
体
的
な
編
成
は
、「
民
事
訴
訟
記
録
の
編
成
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
通
達

に
よ
る
と
訴
訟
に
関
す
る
書
類
は
、
第
一
分
類
（
弁
論
関
係
書
類
）・
第
二
分
類
（
証
拠
関
係
書
類
）・
第
三
分
類
（
そ
の
他
の
書
類
）

に
分
け
て
編
成
さ
れ
る
（
所
謂
「
三
分
（
２２
）

方
式
」）。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
綴
り
込
む
順
序
と
書
類
が
定
め
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
第
一
分
類
の
「
弁
論
関
係
書
類
」
は
、
調
書
群
・
判
決
書
群
・
訴
状
群
の
三
群
か
ら
な
り
、
こ
の
順
序
で
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
書

類
が
編
年
体
で
綴
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
（
調
書
群
に
あ
た
る
書
類
と
し
て
は
口
頭
弁
論
調
書
な
ど
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
る
）。
第
二
分

類
の
「
証
拠
関
係
書
類
」・
第
三
分
類
の
「
そ
の
他
の
書
類
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
事
件
記
録
の
編
成

の
仕
方
は
通
達
に
よ
っ
て
詳
細
に
か
つ
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
刑
事
訴
訟
記
録
で
は
「
五
分
方
式
」
が

採
用
さ
れ
て
い
（
２３
）
る
。

こ
う
し
た
秩
序
立
っ
た
形
で
編
成
さ
れ
て
い
く
事
件
記
録
は
、「
事
務
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」（
総
務
局
長
通
達
）
に
基
づ
き
訴
訟
が
終
わ
る
ま
で
、
そ
の
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
所
書
記
官
に
よ
っ
て
執
務
室
内
の
キ
ャ
ビ

《論 説》
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ネ
ッ
ト
や
ロ
ッ
カ
ー
で
保
管
さ
れ
（
２４
）

る
。
つ
ま
り
、
事
件
担
当
書
記
官
ご
と
に
事
件
記
録
は
個
々
に
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

訴
訟
完
結
後
、
事
件
記
録
は
「
民
事
訴
訟
記
録
の
編
成
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
に
基
づ
い
た
順
序
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
後
に
、
訟
廷
事
務
室
の
「
記
録
係
」
に
送
付
さ
れ
（
２５
）
る
。（
な
お
、
こ
こ
で
は
控
訴
さ
れ
る
場
合
の
文
書
管
理
に
つ

い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。）

第
二
節

裁
判
文
書
の
保
存
（
公
開
）・
廃
棄
（
移
管
）

事
件
記
録
は
訟
廷
事
務
室
の
記
録
係
で
保
存
さ
れ
る
。
こ
こ
で
事
件
記
録
を
管
理
す
る
の
は
裁
判
所
書
記
官
の
資
格
を
持
つ
同
係

長
で
あ
（
２６
）
る
。

因
み
に
、
事
件
記
録
の
保
存
は
刑
事
事
件
と
そ
の
他
の
事
件
で
異
な
る
仕
組
み
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
事
件
記
録

は
「
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
」
第
二
条
に
基
づ
き
「
訴
訟
終
結
後
は
、
当
該
被
告
事
件
に
つ
い
て
第
一
審
の
裁
判
を
し
た
裁
判
所
に

対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
（
以
下
「
保
管
検
察
官
」
と
い
う
。）
が
保
管
す
る
」
と
さ
れ
、
基
本
的
に
裁
判
所
で
保
存
さ
れ
る
こ
と

は
な
（
２７
）
い
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
民
事
通
常
訴
訟
事
件
・
行
政
訴
訟
事
件
等
の
事
件
記
録
は
「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
」（
最

高
裁
判
所
規
程
）
と
「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
き
基
本
的
に
第
一
審
裁
判
所
で

保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
（
２８
）
る
。
以
下
で
は
、「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
」（
最
高
裁
判
所
規
程
）・「
事
件
記
録
等
保
存

規
程
の
運
用
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
記
録
の
保
存
（
公
開
）・
廃
棄
（
移

管
）
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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（
一
）

保
存
（
公
開
）

保
存
に
あ
た
っ
て
は
「
事
件
記
録
」
か
ら
「
事
件
書
類
」（
和
解
調
書
・
判
決
原
本
等
）
が
分
離
・
編
冊
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
原
本

分
離
」
と
い
う
。
事
件
記
録
と
事
件
書
類
が
別
々
に
編
冊
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
保
存
期
間
の
違
い
か
ら
き
て
い
（
２９
）
る
。
た
と
え
ば
、
和

解
事
件
の
事
件
記
録
は
三
年
、
そ
の
事
件
書
類
（
和
解
調
書
）
は
三
〇
年
、
民
事
通
常
訴
訟
事
件
の
事
件
記
録
は
五
年
、
そ
の
事
件

書
類
（
判
決
原
本
）
は
五
〇
年
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
（
３０
）
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
上
訴
裁
判
所
で
保
存
さ
れ
る
事
件
書
類
も
あ
る
）。
東
京
地
方
裁
判
所
の
場
合
、
地
下
三
階
の
記
録
保
存
庫
で
保
存
さ
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
（
３１
）
る
。

こ
う
し
た
裁
判
所
で
保
存
・
活
用
さ
れ
る
所
謂
、
現
用
期
間
中
の
裁
判
文
書
（「
事
件
記
録
」「
事
件
書
類
」）
は
、「
民
事
訴
訟

法
」
に
基
づ
き
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
「
何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
訴
訟
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
」（
第
九
十
一
条
第
一
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
（
３２
）
る
。
そ
し
て
、「
事
件
記
録
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
事
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）
の
な
か
で
閲
覧
・
謄
写
等
の
事
務
手
続
き
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
（
３３
）
る
。

し
か
し
、
公
開
に
あ
た
っ
て
様
々
な
制
約
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
（
３４
）
る
。
た
と
え
ば
、
閲
覧
に
際
し
て
裁
判
所
の
「
記
録
閲
覧
室
」

等
で
「
民
事
事
件
記
録
等
閲
覧
・
謄
写
票
」
に
所
要
事
項
を
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
最
低
限
、「
当
事
者
氏
名
」（
原
告
等
・
被

告
等
）
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
（
３５
）
い
。
ま
た
、
謄
写
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第

三
者
」
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
民
事
訴
訟
法
第
九
十
一
条
第
三
（
３６
）
項
）。
こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
利
害

関
係
の
な
い
第
三
者
に
よ
る
判
決
文
の
入
手
が
容
易
で
な
い
こ
と
か
ら
、「
健
全
な
判
例
法
形
成
の
た
め
に
は
、
判
決
の
第
三
者
に

よ
る
吟
味
は
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
知
財
セ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
す
べ
て
の
判
決
を
Ｗ
ｅ
ｂ
で
公
開
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
問
題
が
指

摘
さ
れ
て
い
（
３７
）
る
。
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も
っ
と
も
、
裁
判
文
書
閲
覧
の
前
提
と
な
る
文
書
保
存
が
徹
底
せ
ず
、
問
題
化
し
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。
神
戸
地
方
裁
判
所
明

石
支
部
や
札
幌
地
方
裁
判
所
滝
川
支
部
で
は
、
民
事
判
決
原
本
を
紛
失
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
（
３８
）
る
。
こ
う
し

た
裁
判
文
書
の
紛
失
は
古
く
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
一
一
月
二
八
日
に
訟
廷
部
長
事
務
取
扱
通

達
と
し
て
出
さ
れ
た
「
事
件
記
録
の
保
管
に
つ
い
て
」
に
は
、「
こ
れ
ま
で
若
干
の
事
件
記
録
紛
失
の
事
例
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
遺

憾
に
堪
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
（
３９
）
る
。

（
二
）

廃
棄
（
移
管
）

「
事
件
記
録
」
と
「
事
件
書
類
」
の
廃
棄
は
、
前
年
度
中
に
保
存
期
間
が
満
了
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

廃
棄
目
録
を
作
成
し
、
訟
廷
管
理
官
の
立
会
い
の
下
で
焼
却
ま
た
は
裁
断
さ
れ
（
４０
）
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
の
場
合
、
一
九
九
三
年
の
時

点
で
「
毎
年
五
・
六
万
件
が
記
録
庫
に
入
庫
し
て
い
て
、
毎
年
、
三
万
か
ら
五
万
件
ぐ
ら
い
の
記
録
を
廃
棄
し
て
」
い
た
と
い
う

（
民
事
事
（
４１
）
件
）。「（
一
）
保
存
（
公
開
）」
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
こ
の
結
果
と
し
て
文
書
が
不
存
在
と
な
り
、
閲
覧
で
き
な
く
な
る

と
い
う
問
題
が
生
じ
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
現
在
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
廃
棄
処
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
（
４２
）
い
。
第
一
に
「
事
件
記
録
等
保
存
規

程
」
第
九
条
第
二
項
（「
記
録
又
は
事
件
書
類
で
史
料
又
は
参
考
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
保
存
期
間
満
了
の
後
も
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」）
に
基
づ
く
特
別
保
存
の
制
度
が
あ
（
４３
）
る
。
こ
の
規
程
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た
「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
」

（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
で
は
、「
２
項
特
別
保
存
」
と
し
て
「
重
要
な
憲
法
判
断
が
示
さ
れ
た
事
件
」「
世
相
を
反
映
し
た
事
件
で

史
料
価
値
の
高
い
も
の
」「
全
国
的
に
社
会
の
耳
目
を
集
め
た
事
件
又
は
当
該
地
域
に
お
け
る
特
殊
な
意
義
を
有
す
る
事
件
で
特
に

重
要
な
も
の
」
等
の
事
件
記
録
・
事
件
書
類
を
保
存
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、「
２
項
特
別
保
存
」
に
あ
た
っ
て
は
弁
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護
士
会
・
学
術
研
究
者
等
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
裁
判
所
に
は
、
特
別
保
存
に
よ
り

事
実
上
、
永
久
保
存
扱
い
さ
れ
る
文
書
（
保
存
期
間
満
了
後
も
現
用
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
る
文
書
）
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
（
４４
）
る
（
も
っ
と
も
、
近
年
で
は
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
、
非
現
用
文
書
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
（
４５
）
る
）。
し
か
し
、「
２
項
特
別
保

存
」
を
別
の
視
点
か
ら
評
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
が
特
別
の
も
の
と
見
做
さ
な
い
限
り
、
保
存
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁

判
所
が
歴
史
的
価
値
の
あ
る
裁
判
文
書
（
事
件
記
録
・
事
件
書
類
）
を
見
極
め
る
だ
け
の
時
間
的
・
人
的
余
裕
と
知
識
を
持
っ
て
い

る
の
か
は
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
（
４６
）
う
。

第
二
は
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
五
日
に
内
閣
総
理
大
臣
と
最
高
裁
判
所
長
官
の
間
で

申
合
さ
れ
た
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い

る
。
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
同
日
付
で
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
の

実
施
に
つ
い
て
」
と
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
移
管
手
続
き
に
つ
い
て
」
が
作
成
さ
れ
た
。
移

管
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
八
七
五
年
に
設
置
さ
れ
た
大
審
院
時
代
か
ら
一
九
五
五
年
に
完
結
し
た
分
ま
で
の
裁
判
文
書
と

（
最
高
裁
判
所
）、
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
五
五
年
完
結
分
の
裁
判
文
書
で
あ
る
（
下
級
裁
判
（
４７
）
所
）。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
裁
判
所
の
管

理
か
ら
外
れ
、
国
立
公
文
書
館
（「
つ
く
ば
分
館
」）
で
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
（
４８
）
る
。

第
三
節

裁
判
文
書
を
め
ぐ
る
文
書
管
理

本
章
の
最
後
に
、
裁
判
文
書
を
め
ぐ
る
文
書
管
理
の
特
徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
分
立
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
文
書
を
め
ぐ
る
受
付
か
ら
廃
棄
（
移
管
）
に
い
た
る
全
過
程
を
通

し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
文
書
は
、
中
央
省
庁
の
行
政
文
書
や
第
三
章
で
述
べ
る
司
法
行
政
文
書
の
よ
う
に
文
書
の
作
成
か
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ら
廃
棄
（
移
管
）
に
い
た
る
過
程
を
単
一
の
ル
ー
ル
（
た
と
え
ば
文
書
管
理
規
則
）
の
下
に
置
く
の
で
は
な
く
、
執
務
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
別
個
の
規
程
や
通
達
で
細
か
く
律
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
受
付
で
の
文
書
管
理
は
「
事
件
の
受
付
及
び
分

配
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）、「
配
点
」（
配
て
ん
）
後
の
部�

で
の
文
書
管
理
は
「
事
務
記
録
の
保
管

及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）、
文
書
の
編
成
は
「
民
事
訴
訟
記
録
の
編
成
に
つ
い
て
」（
事
務

総
長
通
達
）、
保
存
・
廃
棄
に
お
け
る
文
書
管
理
は
「
事
務
記
録
等
保
存
規
程
」（
最
高
裁
判
所
規
程
）
な
ど
に
基
づ
き
個
別
に
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
執
務
ご
と
の
文
書
管
理
の
厳
格
性
は
、
人
事
異
動
の
た
び
に
担
当
者
に
規
程
や
通
達
な
ど
を
は
じ
め

か
ら
勉
強
し
な
お
す
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
画
一
性
で
あ
（
４９
）
る
。
こ
れ
は
文
書
管
理
の
分
立
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
、
文
書
管
理
を

執
務
ご
と
に
厳
格
化
す
る
程
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
管
理
は
画
一
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
文
書
の
起
点
と
な
る

受
付
で
の
文
書
管
理
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
画
一
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
件
記
録
の
編
成
は
「
民
事
訴
訟
記

録
の
編
成
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
に
基
づ
き
綴
る
順
序
と
綴
る
書
類
等
が
画
一
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
公
正
な
裁
判
事
務
を
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
な
る
一
方
で
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
杓
子
定
規
的
・
形
式
主
義
と
い
わ
れ

る
官
僚
制
の
弊
害
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

第
三
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
外
部
性
で
あ
る
。
裁
判
文
書
は
当
事
者
の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
、
基
本
的
に
「
外
部
対
応
型
」
の
文
書
管
理
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
外
部
性
は
、
当
事
者
を
中
心

と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
で
も
（
第
三
者
を
）
対
象
と
す
る
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
裁
判
文
書
の
謄
写
は
誰
に
で
も
認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
裁
判
文
書
は
、
限�

定�

的�

な�

「
外
部
対
応
型
」
の
文
書
管
理
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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以
上
の
よ
う
な
分
立
性
を
持
つ
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
で
画
一
的
に
行
わ
れ
る
文
書
管
理
は
、
裁
判
文
書
の
厳
格
な
管
理
を

通
じ
て
裁
判
事
務
の
公
正
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。し
か
し
、こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
部
の
官
僚
制
は
執
務
内
容
ご

と
に
機
能
分
化
し
、
限
定
的
な
外
部
性
も
相
俟
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
閉
鎖
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

事
務
局
の
文
書
管
理

事
務
局
で
は
、
裁
判
所
の
庶
務
・
裁
判
官
の
人
事
・
裁
判
所
事
務
官
の
選
考
・
給
与
・
会
計
・
物
品
管
理
な
ど
の
司
法
行
政
事
務

が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
司
法
行
政
事
務
の
な
か
で
作
成
さ
れ
る
の
が
司
法
行
政
文
書
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
司
法
行
政
文
書

の
定
義
と
そ
の
実
質
的
意
味
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
い
で
司
法
行
政
文
書
が
官
僚
制
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る

の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節

司
法
行
政
文
書
の
定
義
と
そ
の
実
質
的
意
味
づ
け

（
一
）

司
法
行
政
文
書
の
定
義

司
法
行
政
文
書
は
、
一
九
九
九
年
に
制
定
（
二
〇
〇
一
年
四
月
一
日
施
行
）
さ
れ
た
情
報
公
開
法
の
正
式
名
称
が
「
行�

政�

機�

関�

の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
情
報
公
開
法
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
独
自
に
情
報
公
開
法
に
則
し
た
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
中
央
省
庁
の
行
政
文
書
（
以
下
、

「
省
庁
行
政
文
書
」
と
記
す
）
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
「
行
政
文
書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
ベ
ー
ス
（
５０
）
に
、
最
高

裁
判
所
事
務
総
局
に
よ
っ
て
「
最
高
裁
判
所
司
法
行
政
文
書
取
扱
要
領
」（
以
下
、「
最
高
裁
要
領
」
と
略
す
）
と
「
下
級
裁
判
所
司
法

行
政
文
書
取
扱
要
領
」（
以
下
、「
下
級
裁
要
領
」
と
略
す
）
が
作
成
さ
れ
（
５１
）
た
。
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さ
て
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
下
級
裁
判
所
に
つ
い
て
「
下
級
裁
要
領
」
を
見
る
と
、「
司
法
行
政
文
書
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
て
い
る
。

高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
及
び
簡
易
裁
判
所
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
司
法
行
政
事
務
に
関
す
る
文

書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
判
所
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
裁
判
所
が
保
有
し
て
い
る

も
の
を
い
う
。

因
み
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
下
級
裁
要
領
」
と
「
最
高
裁
要
領
」
を
比
較
す
る
と
、「
下
級
裁
要
領
」
で
「
高
等
裁
判
所
、

地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
及
び
簡
易
裁
判
所
」「
当
該
裁
判
所
」
と
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
、「
最
高
裁
要
領
」
で
は
「
最
高
裁
判

所
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
違
い
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
司
法
行
政
文
書
は
、「
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
家
庭

裁
判
所
及
び
簡
易
裁
判
所
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
」「
当
該
裁
判
所
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、

当
該
裁
判
所
が
保
有
し
て
い
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
れ
は
情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
で
規
定
さ
れ
た
省
庁
行
政
文
書
の
定

義
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
省
庁
行
政
文
書
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
な
ら
（
５２
）
ば
、
司
法
行
政
文
書
は
、
�
決
裁
・
供
覧
と
い
っ
た
事
案
処

理
手
続
を
経
る
「
起
案
文
書
」
は
勿
論
の
こ
と
、
�
「
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
」
組
織
共
用
文
書
で
あ
れ
ば
「
非
起
案
文
書
」
を

も
含
む
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
省
庁
行
政
文
書
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、「
職
員
が
起
案
の
下
書
き
を
し
て
い
る
段
階
、
職
員

会
議
の
資
料
を
作
成
し
て
い
る
段
階
の
も
の
等
」
に
つ
い
て
は
組
織
共
用
文
書
に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
（
５３
）
る
。
職
員
の
個
人
メ
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モ
は
司
法
行
政
文
書
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
決
裁
・
供
覧
と
い
っ
た
事
案
処
理
手
続
を
経
る
文
書
を
広
義
の
「
起
案
文
書
」
と
位
置
づ
け
、
括
弧
付
き
で
表

記
す
る
。
こ
の
う
ち
特
に
決
裁
伺
い
を
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
狭
義
の
起
案
文
書
と
位
置
づ
け
、
括
弧
無
し
で
表
記
し
、
広
義
の

「
起
案
文
書
」
と
区
別
す
る
。
ま
た
、「
非
起
案
文
書
」
と
い
う
言
葉
は
、「
起
案
文
書
」（
広
義
）
以
外
の
司
法
行
政
文
書
の
意
味

で
用
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）

司
法
行
政
文
書
の
実
質
的
意
味
づ
け

以
上
の
よ
う
に
司
法
行
政
文
書
は
、「
起
案
文
書
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
非
起
案
文
書
」
を
も
含
む
幅
広
い
定
義
付
け
が
な
さ
れ
た
。

「
下
級
裁
要
領
」
で
は
、「
起
案
文
書
」
だ
け
で
な
く
「
非
起
案
文
書
」
も
正
式
な
司
法
行
政
文
書
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
司
法
行
政
文
書
に
お
い
て
「
非
起
案
文
書
」
に
あ
た
る
組
織
共
用
文
書
が
実
際
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て

い
る
の
か
は
司
法
行
政
文
書
の
実
質
的
意
味
づ
け
（
実
務
レ
ベ
ル
で
の
実
際
の
定
義
づ
け
）
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
司
法
行
政
文
書
に
お
い
て
、
所
謂
、
組
織
共
用
文
書
（「
非
起
案
文
書
」）
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か

を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
「
資
料
文
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
省
庁
行
政

文
書
に
は
見
ら
れ
な
い
司
法
行
政
文
書
に
特
徴
的
な
文
書
類
型
で
あ
（
５４
）
る
。「
下
級
裁
要
領
」
第
７
で
「
資
料
文
書
」
は
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

課
等
は
、
起
案
文
書
及
び
受
理
文
書
以
外
の
司
法
行
政
文
書
（
以
下
「
資
料
文
書
」
と
い
う
。）
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、

資
料
文
書
と
し
て
管
理
す
る
。
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「
下
級
裁
要
領
」
の
な
か
で
「
起
案
文
書
及
び
受
理
文
書
」
の
明
確
な
定
義
付
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
下
級
裁
要
領
」
を
仔

細
に
検
討
す
る
と
、
起
案
文
書
は
裁
判
所
の
意
思
決
定
を
行
う
た
め
に
決
裁
を
受
け
る
文
書
で
あ
り
（
狭
義
の
起
案
文
書
）、
受
理
文

書
は
外
部
か
ら
受
領
・
配
布
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
因
み
に
受
理
さ
れ
た
文
書
は
、
�
意
思
決
定
を
要
す
る
場

合
に
は
起
案
文
書
と
し
て
、
�
意
思
決
定
を
要
し
な
い
場
合
に
は
供
閲
文
書
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
起
案
↓
決
裁
の
事
案
処
理
手
続
を

経
る
こ
と
に
な
（
５５
）
る
。
以
上
の
文
書
処
理
方
式
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
起
案
文
書
・
受
理
文
書
以
外
の
「
資
料
文
書
」
と
は
、
事
案
処

理
手
続
を
経
な
い
「
非
起
案
文
書
」
を
意
味
し
て
お
り
、
所
謂
、
組
織
共
用
文
書
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
（
５６
）
る
。
し
か
し
、「
下

級
裁
要
領
」
に
お
け
る
「
資
料
文
書
」
を
検
討
し
て
い
く
と
、
文
書
管
理
の
対
象
と
な
る
「
資
料
文
書
」
が
有
名
無
実
化
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

「
下
級
裁
要
領
」
は
、
司
法
行
政
文
書
管
理
の
起
点
と
な
る
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
「
裁
判
所
の
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
司

法
行
政
文
書
を
作
成
し
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
し
、「
文
書
作
成
の
原
則
」
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
別
表
「
フ
ァ
イ

ル
分
類
及
び
保
存
期
間
表
」
か
ら
、「
資
料
文
書
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
こ
で
は
、「
資
料
文
書
」
に
関
す
る
文
言
が
全
く
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
（
因
み
に
、「
最
高
裁
要
領
」
に
も
「
資
料
文
書
」
が
規
定

さ
れ
て
い
る
が
、「
保
存
期
間
基
準
表
」
に
「
資
料
文
書
」
に
関
す
る
記
載
は
な
い
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
別
表
（「
フ
ァ
イ
ル
分
類
及
び
保

存
期
間
表
」）
は
文
書
類
型
等
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、「
雑
」
の
文
書
類
型
と
な
る
「
人
事
の
付
随
的
事
務
に
関

す
る
文
書
」「
庶
務
の
付
随
的
事
務
に
関
す
る
文
書
」（
と
も
に
保
存
期
間
一
年
）
の
な
か
で
「
資
料
文
書
」
に
当
た
る
も
の
が
、
適

宜
、
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
下
級
裁
要
領
」
に
基
づ
き
各
裁
判
所
で
定
め
ら
れ
る
「
実

施
細
目
」
を
見
る
と
、「
資
料
文
書
」
の
作
成
か
ら
保
存
に
い
た
る
文
書
管
理
が
事
実
上
な
お
ざ
り
に
さ
れ
か
ね
な
い
規
定
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
「
実
施
細
目
」
第
７
「
資
料
文
書
」
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
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る
（
下
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
）。

�

資
料
文
書
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
場
合
に
は
、
文
書
番
号
に
つ
い
て
、
主
管
課
記
号
の
末
尾
に
「
資
」
と
記
載
す
る
ほ
か
、

一
般
文
書
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
�

文
書
本
体
へ
の
文
書
番
号
の
記
載
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
下
線
部
�
か
ら
、「
実
施
細
目
」
は
「
資
料
文
書
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
」
し�

な�

い�

場�

合�

に
つ
い
て
も
容
認
し
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
（「
司
法
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」）
へ
の
登
録
は
、
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
文
書
そ

の
も
の
を
、
電
子
文
書
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
文
書
の
表
題
・
番
号
な
ど
を
シ
ス
テ
ム
上
に
載
せ
る
こ
と
を
意
味
す
（
５７
）
る
。
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
文
書
管
理
が
な
お
ざ
り
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
下
線
部
�
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
文
字
通
り
文
書
本
体
に
文
書
番
号
を
つ
け
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
た
と
し
て
も
（
下
線
部
�
）、
文
書
本
体
に
文
書
番
号
を
記
載
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
（
下
線
部

�
）、
こ
れ
は
事
実
上
、
文
書
管
理
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
し
て
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
こ
と
な
く
、

文
書
本
体
に
文
書
番
号
を
記
載
し
な
い
と
し
た
ら
、
資
料
文
書
は
事
実
上
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
「
非
起
案
文
書
」
と
し
て
の
「
資
料
文
書
」
の
管
理
は
、
実
務
レ
ベ
ル
に
お
い
て
事
実
上
、
有
名
無
実

化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
青
森
地
方
裁
判
所
の
「
実
施
細
目
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
と
も
異
な
り
、
そ
も
そ
も
「
資
料
文
書
」
の
管
理
に
関
す
る
具
体
的
な
言
及
を
見
付
け
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
司
法
行
政
文
書
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
は
「
起
案
文
書
」（
広
義
）
の
み
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

《論 説》
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も
っ
と
も
、
形
式
的
に
い
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。「
起
案
文
書
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

参
考
事
項
・
意
見
等
の
書
面
を
添
付
し
、
そ
の
内
容
を
補
足
す
る
こ
と
が
あ
（
５８
）
る
。
こ
う
し
た
添
付
資
料
の
形
で
「
非
起
案
文
書
」
と

し
て
の
「
資
料
文
書
」
が
（「
起
案
文
書
」
に
）
綴
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
資
料
文
書
」
は
事
実
上
存
在
し
、
管
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
（
こ
の
場
合
、
実
際
に
存
在
す
る
の
は
「
資
料
文
書
」
が
綴
じ
こ
ま
れ
た
総
体
と
し
て
の
「
起
案
文
書
」
で
あ
っ
て
、
単
体
と
し

て
の
「
資
料
文
書
」
で
は
な
い
）。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
文
書
を
「
起
案
文
書
」
に
添
付
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
全
く
な
い

た
め
、
添
付
す
る
か
し
な
い
か
は
文
書
を
作
成
す
る
官
僚
制
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
根
回
し
や
調
整
時
点
で

の
資
料
は
、
省
庁
行
政
文
書
で
見
ら
れ
る
「
読
後
廃
棄
」
と
同
様
、「
用
済
み
後
廃
棄
」
な
ど
と
記
す
こ
と
で
、「
起
案
文
書
」
に
綴

り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
処
分
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
文
書
作
成
の
運
用
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、「
非
起
案
文
書
」
に
あ
た
る

「
資
料
文
書
」
が
実
質
化
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
下
級
裁
要
領
」
で
見
ら
れ
た
「
起
案
文
書
」
の
み
な
ら
ず
「
非
起
案
文
書
」
を
も
含
む
と
い
う
司
法
行
政
文

書
の
定
義
づ
け
は
、
実
務
レ
ベ
ル
に
な
る
に
従
い
「
起
案
文
書
」
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
（
５９
）
る
。
で
は
、
司
法
行
政

文
書
の
作
成
か
ら
保
存
・
廃
棄
に
至
る
過
程
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

「
実
施
細
目
」
と
裁
判
所
事
務
官

「
下
級
裁
要
領
」
に
基
づ
き
各
裁
判
所
で
定
め
ら
れ
る
「
実
施
細
目
」
は
、
基
本
的
に
情
報
公
開
制
度
を
通
じ
て
入
手
せ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
級
裁
判
所
は
、
現
在
、
高
等
裁
判
所
（
本
庁
八
庁
・
支
部
六
庁
・
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
一
庁
）、

地
方
裁
判
所
（
本
庁
五
〇
庁
・
支
部
二
〇
三
庁
）・
簡
易
裁
判
所
（
四
三
八
庁
）・
家
庭
裁
判
所
（
本
庁
五
〇
庁
・
支
部
二
〇
三
庁
・
出
張

裁判所における文書管理と官僚制
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所
七
七
箇
所
）
か
ら
な
り
、
全
て
の
「
実
施
細
目
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
入
手
資
料
の
関
係

か
ら
、
基
本
的
に
東
京
地
方
裁
判
所
と
青
森
地
方
裁
判
所
の
「
実
施
細
目
」
を
参
照
し
つ
つ
、
司
法
行
政
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
・

廃
棄
に
至
る
過
程
を
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
東
京
地
方
裁
判
所
と
青
森
地
方
裁
判
所
の
「
実
施
細
目
」
に
は
若
干
の
違
い
が
見
ら

れ
る
た
め
、「
下
級
裁
要
領
」
を
基
本
に
そ
の
最
大
公
約
数
的
な
事
柄
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）

司
法
行
政
文
書
の
作
成
―
決
裁
・
供
閲
―

裁
判
所
で
の
文
書
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、「
決
裁
」
と
「
供
閲
」
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
決
裁
」
は
紙
文
書
を

通
し
て
行
わ
れ
、「
供
閲
」
は
紙
文
書
ま
た
は
電
子
文
書
（
電
子
供
閲
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
（
６０
）
る
。

ま
ず
、
意
思
決
定
を
行
う
「
決
裁
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
裁
判
所
の
事
務
局
に
お
い
て
も
、
行
政
機
関
と
同
じ
く
「
稟
議
制
」
と

呼
ば
れ
る
意
思
決
定
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
（
６１
）
る
。
こ
れ
は
、
主
管
係
の
担
当
職
員
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
。
最
初
に
担
当
職
員
は
、
起

案
内
容
を
記
し
た
本
文
に
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
を
補
足
す
る
た
め
の
参
考
事
項
・
意
見
等
を
添
付
し
（「
決
裁
参
考
資
料
」
な
ど
と

い
わ
れ
る
）、
起
案
文
書
を
作
成
す
る
。
次
い
で
、
こ
れ
に
「
資
料
２
」（
青
森
地
方
裁
判
所
の
例
）
の
よ
う
な
「
供
閲
・
決
裁
書
」

（
あ
る
い
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
印
刷
し
た
起
案
票
）
を
表
紙
と
し
て
貼
り
付
け
、
係
員
↓
主
任
↓
係
長
↓
専
門
職
↓
課
長
補
佐

↓
課
長
↓
次
長
↓
局
長
↓
所
長
と
い
う
順
に
起
案
文
書
を
上
司
に
回
付
す
る
（
裁
判
部
の
訟
廷
事
務
室
で
取
扱
わ
れ
る
司
法
行
政
文
書

は
、
係
員
↓
係
長
↓
…
…
中
略
…
…
↓
部
総
括
等
↓
次
長
↓
局
長
↓
所
長
と
い
う
順
に
回
付
さ
れ
る
）。
こ
う
し
て
起
案
文
書
に
対
す
る
決

裁
権
者
の
同
意
・
承
認
（＝

「
決
裁
」）
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
決
裁
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
司
法
行
政
文
書
は
所
持

者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
執
務
時
間
外
は
施
錠
の
で
き
る
保
管
庫
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

《論 説》
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資料２

（別紙）
別紙様式
供閲・決裁書

分類記号
―

・
年

係 員

係 員

・
電子 ・ 紙

（出所） 青森地方裁判所・青森家庭裁判所「司法行政文書取扱要領実施細目（本庁）」。

決裁・供閲完了予定日
保存期間

次 長
・

供閲完了

文書番号

局 長
・

係 長

・

・

・

・

・

・
保 存

・

家

裁

主 任

・

・

・

・

・

主 任
・

・

・

・

完結処理

区 分
甲 乙 丙

起 案 日

次 長
・

管 理 官
課 長
・

・

・

・

・

係 長
・

・

・

・

・

局 長
・

次 席

・

・

・

・

・

専 門 職
・

・

・

・

発 送 日

決 裁 ・ 供 閲

・

地

裁

首 席

・

・

・

・

・

課長補佐
・

・

・

・

・

標 題

備 考

担 当 者
受 理 日
ファイル名

所 長

部総括等

・

・

・

・

・

課 長
・

・

・

・

決 裁 日

民
事

刑
事

家
調

家
書

簡
裁

地
裁

家
裁

会
計

資
料
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以
上
は
一
つ
の
課
に
か
か
わ
る
場
合
で
あ
る
が
、
二
つ
以
上
の
課
に
か
か
わ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
最
も
関
わ
り
の
あ
る

関
係
課
と
協
議
さ
れ
た
上
で
、
起
案
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
協
議
を
経
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
関
係
課
長
等
の
決
裁

あ
い
け
つ

あ
い
け
っ
さ
い

わ
き
け
つ

あ
い

ぎ

を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
を
裁
判
所
で
は
「
相
決
」「
相
決
裁
」
あ
る
い
は
「
脇
決
」
と
い
う
（
行
政
機
関
で
は
「
合
義
」
と
い
わ
れ
る
）。

因
み
に
、「
相
決
」「
相
決
裁
」
な
ど
の
言
葉
は
「
実
施
細
目
」
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
通
称
で
あ
る
。
な
お
、
関
係
課
長
等
の
同
意

が
得
ら
れ
た
場
合
、
起
案
文
書
に
「
お
知
ら
せ
済
み
」
や
「
協
議
済
み
」
と
表
記
す
る
こ
と
で
「
相
決
」
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
（「
協
議
済
み
」
の
こ
と
を
口
頭
で
「
セ
ッ
ト
済
み
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
）。

二
つ
以
上
の
課
に
関
わ
る
事
案
と
し
て
、
守
衛
の
勤
務
形
態
を
変
え
る
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
勤
務
時
間
の
変

更
を
伴
い
、
超
過
勤
務
手
当
て
等
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
起
案
前
に
主
管
課
（
総
務
課
）
と
関
係
課
（
人
事
課
）
の
間
で

事
前
協
議
を
行
い
、
そ
こ
で
実
質
的
な
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
で
主
管
課
に
よ
る
原
案
は
関
係
課
に
よ
っ
て
手

が
加
え
ら
れ
、
修
正
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
関
係
課
の
合
意
が
得
ら
れ
た
後
に
起
案
文
書
が
作
成
さ
れ
、「
決
裁
」（「
相
決
」）
に
か
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
こ
の
際
、
緊
急
を
要
す
る
時
に
は
、
起
案
担
当
者
ら
が
起
案
文
書
を
持
ち
回
る
、「
持
ち
回
り
決
裁
」
と

呼
ば
れ
る
方
法
が
と
ら
れ
る
と
い
（
６２
）
う
）。
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
に
お
け
る
意
思
決
定
に
お
い
て
も
行
政
機
関

と
同
様
に
、
起
案
前
の
段
階
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
最
終
決
裁
権
者
（
所
長
）
が
全
て
の
事
案
を
決
裁
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
そ
の
権
限
を
下
位
に
委
譲

す
る
専
決
の
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。「
資
料
２
」
の
青
森
地
方
裁
判
所
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
最
上
段
の
「
区
分
」

欄
（
甲
乙
丙
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
甲
」
は
「
所
長
の
決
裁
を
要
す
る
も
の
」、「
乙
」
は
「
事
務
局
長
の
決
裁

を
要
す
る
も
の
」、「
丙
」
は
「
主
管
課
の
長
の
決
裁
を
要
す
る
も
の
」
と
な
る
。（
因
み
に
、
こ
う
し
た
「
区
分
基
準
」
は
東
京
地
方
裁

判
所
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
は
所
長
・
事
務
局
長
の
決
裁
を
必
要
と
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
総
務
課
を

《論 説》
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通
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。）

次
に
も
う
一
つ
の
文
書
処
理
の
手
続
で
あ
る
「
供
閲
」
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。「
供
閲�

」
と
は
行
政
機
関
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
供
覧�

」
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、「
供
閲
」
と
い
う
言
葉
は
「
千
葉
大
学
文
書
処
理
規
程
」
な

ど
国
立
大
学
法
人
の
文
書
処
理
規
則
（
規
程
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
供
閲
」
で
は
、
主
管
係
の
担
当
職
員
が
供
閲
文
書
を
起

案
し
（
た
と
え
ば
「
職
員
回
覧
の
起
案
」）、
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
供
閲
文
書
に
つ
い
て
も
起
案
文
書
と
同
様
に
、
文

書
は
所
持
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
執
務
時
間
外
に
お
い
て
は
施
錠
の
で
き
る
保
管
庫
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
報
告
と
と
も
に
意
思
決
定
を
伴
う
事
案
に
つ
い
て
は
、
供
閲
手
続
を
決
裁
手
続
と
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

「
同
時
決
裁
」
と
い
わ
れ
る
。

（
二
）

司
法
行
政
文
書
の
保
存
（
公
開
）・
廃
棄
（
移
管
）

�
保
存
（
公
開
）

こ
こ
で
は
起
案
文
書
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
起
案
文
書
は
決
裁
終
了
後
、
主
管
係
に
返
還
さ
れ
る
。
こ
こ
で
起
案

担
当
者
は
、
起
案
文
書
の
決
裁
日
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
（
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
そ
の
も
の
を
登
録
す
る
）。
そ
し
て
、

「
文
書
管
理
者
」（
各
課
の
課
長
）
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
た
起
案
文
書
が
最
終
決
裁
者
（
区
分
基
準
の
最
上
位
者
）
の
意
思
決
定
に
即

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
発
送
を
要
す
る
起
案
文
書
に
つ
い
て
は
発
送
手
続
終
了
後
、
発
送
を
要
し
な
い
起
案
文
書
に
つ

い
て
は
決
裁
終
了
後
に
行
わ
れ
る
）。
こ
う
し
た
作
業
の
後
、
文
書
管
理
者
自
身
あ
る
い
は
起
案
担
当
者
に
よ
っ
て
完
結
日
が
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
、
起
案
文
書
の
完
結
処
理
が
終
了
す
る
。

完
結
処
理
さ
れ
た
起
案
文
書
は
課
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
管
理
さ
れ
る
。
フ
ァ
イ
ル
は
、「
下
級
裁
要
領
」
の
別
表
「
フ
ァ
イ
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ル
分
類
及
び
保
存
期
間
表
」
に
基
づ
き
、
内
容
・
文
書
類
型
に
応
じ
て
一
司
法
年
度
（
一
月
一
日
―
一
二
月
三
一
日
）
あ
る
い
は
一
会

計
年
度
（
四
月
一
日
―
三
月
三
一
日
）
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
（
内
容
・
文
書
類
型
に
即
し
て
保
存
期
間
が
一
年
か
ら
三
〇
年
で
設
定
さ
れ

る
）。
こ
の
う
ち
紙
文
書
に
つ
い
て
は
フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
簿
冊
が
作
ら
れ
る
（
こ
れ
を
「
事
務
記
録
」
と
い
う
）。
東
京
地
方
裁
判
所
の

場
合
、
事
務
記
録
の
厚
さ
は
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
こ
れ
を
超
え
る
時
は
分
冊
さ
れ
る
）。

ま
た
、
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
フ
ァ
イ
ル
そ
の
も
の
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
文
書
管
理
者
に
よ
っ
て

フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
が
作
ら
れ
、
事
務
記
録
は
事
務
室
の
ロ
ッ
カ
ー
ま
た
は
書
庫
で
、
電
子
文
書
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
上
に
保
存
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
実
際
に
管
理
の
対
象
と
な
る
の
は
、
決
裁
・
供
閲
と
い
っ
た
事
案
処
理
手
続
を
経
た
「
起
案
文

書
」
で
あ
っ
て
、「
非
起
案
文
書
」
で
は
な
（
６３
）
い
。
因
み
に
、
司
法
行
政
文
書
に
は
「
秘
密
文
書
」
と
い
わ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
「
裁
判
官
の
人
事
に
関
す
る
文
書
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
こ
れ
は
「
起
案
文
書
」
と
は
異
な
る
管
理
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
所
謂
、
現
用
期
間
に
お
け
る
司
法
行
政
文
書
の
公
開
は
、「
裁
判
所
の
保
有
す
る
司
法
行
政
文
書
の
開
示
に
関
す
る
事

務
の
基
本
的
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
と
、
そ
の
細
目
を
記
し
た
「
裁
判
所
の
保
有
す
る
司
法
行
政
文
書
の
開
示

に
関
す
る
事
務
の
基
本
的
取
扱
い
の
実
施
の
細
目
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
い
て
各
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
（
因
み

に
最
高
裁
判
所
自
体
に
つ
い
て
は
、「
最
高
裁
判
所
の
保
有
す
る
司
法
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
要
綱
」
を
定
め
て
い
る
）。

こ
の
う
ち
「
裁
判
所
の
保
有
す
る
司
法
行
政
文
書
の
開
示
に
関
す
る
事
務
の
基
本
的
取
扱
い
に
つ
い
て
」
は
、
情
報
公
開
法
の
趣
旨

を
踏
ま
え
「
開
示
に
つ
い
て
の
運
用
の
基
本
を
定
め
」
た
も
の
で
、
原
則
と
し
て
「
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
何
人
に
対
し
て

も
…
…
開
示
」
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
総
務
課
が
窓
口
と
な
り
、
開
示
に
あ
た
っ
て
は
関
係
課
と
協
議
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

《論 説》
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こ
う
し
た
司
法
行
政
文
書
の
公
開
制
度
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
お
け
る
懲
戒
処
分
の
実
態
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
（
６４
）
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
「
整
備
状
況
は
ま
こ
と
に
お
粗
末
で
あ
り
、
要
綱
に
基

づ
く
完
成
度
の
低
い
仕
組
み
が
存
在
す
る
に
と
ど
ま
り
、
困
っ
た
時
に
は
『
司
法
権
の
独
立
』
と
い
う
魔
法
の
言
葉
が
駆
使
さ
れ
て

…
…
妙
に
リ
ラ
ク
タ
ン
ト
な
現
状
が
あ
る
」
と
も
評
さ
れ
（
６５
）

る
。
そ
こ
に
（
６６
）

は
、
�
情
報
公
開
法
の
よ
う
な
立
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

内
部
規
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
司
法
行
政
文
書
の
開
示
は
、
国
民
の
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
司
法
に
よ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
（
６７
）
い
、
�
行
政
機
関
の
よ
う
な
対
市
民
向
け
の
情
報
公
開
用
の
検
索
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
、
�
情
報
公
開
法
に
お
け
る
情
報
公
開
審
査
会
の
よ
う
な
第
三
者
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
問
題
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
司
法
行
政
文
書
の
公
開
は
、
組
織
内
に
お
い
て
も
組
織
外
（
社
会
）
に
対
し
て
も
制
度
が
整
え
ら

れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。

�
廃
棄
（
移
管
）

�
で
述
べ
た
よ
う
に
司
法
行
政
文
書
の
保
存
期
間
は
、
一
年
か
ら
三
〇
年
で
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
司
法

行
政
文
書
に
は
永
年
保
存
が
存
在
せ
ず
、
保
存
期
間
満
了
後
に
保
存
の
延
長
・
廃
棄
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

（
６８
）
る
。
こ
う
し
た
保
存

期
間
満
了
後
の
措
置
は
、
延
長
・
廃
棄
と
も
に
「
文
書
管
理
者
」（
各
課
の
課
長
）
が
「
総
括
文
書
管
理
者
」（
事
務
局
長
）
の
承
認
を

得
る
こ
と
で
実
施
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
は
、
廃
棄
・
延
長
と
も
に
「
司
法
年
度
で
管
理
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
は
一
月
一
五
日
ま
で
に
、
会
計
年
度
で
管
理
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
四
月
一
五
日
ま
で
に
」「
廃
棄
承
認
申
請
書
」
あ
る

い
は
「
保
存
期
間
延
長
承
認
申
請
書
」
を
文
書
管
理
者
か
ら
総
括
文
書
管
理
者
に
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
現
在
で
は
、
最
高
裁
判
所
の
司
法
行
政
文
書
に
限
り
、「
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
司
法
行
政
文
書
の
移
管
に
関
す
る
事
務
の
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取
扱
い
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
き
「
外
部
移
管
」
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（「
最
高
裁
要
領
」）。
こ
れ
は
、

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
司
法
行
政
文
書
を
保
存
期
間
満
了
後
に
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
府
）
に
移
管
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
司
法
行
政
文
書
を
移
管
す
る
仕
組
が
整
え
ら
れ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
九
九
年

に
制
定
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
法
が
当
初
、「
国
の
機
関
」
と
す
る
こ
と
で
司
法
府
の
文
書
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
（
第
五
条
）、
裁
判
所
の
動
き
は
鈍
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
に
お
い
て
「
外
部
移
管
」
さ
れ
る
の
は
最
高
裁
判
所
の
司
法
行
政
文
書
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
省
庁
行
政

文
書
が
文
書
管
理
規
則
に
定
め
ら
れ
た
文
書
保
存
期
間
の
「
内
」
か
「
外
」
か
に
よ
っ
て
「
現
用
文
書
」
と
「
非
現
用
文
書
」
に
区

別
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
最
高
裁
判
所
の
司
法
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
「
現
用
文
書
」
と
「
非
現
用
文
書
」
の
区
別
が

あ
る
も
の
の
、
下
級
裁
判
所
の
司
法
行
政
文
書
に
は
「
現
用
文
書
」
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
下
級
裁
判
所
の
司

法
行
政
文
書
は
、
い
つ
か
全
て
「
廃
棄
」
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

司
法
行
政
文
書
を
め
ぐ
る
文
書
管
理

本
章
の
最
後
に
司
法
行
政
文
書
を
め
ぐ
る
文
書
管
理
の
特
徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
集
権
性
で
あ
る
。「
下
級
裁
要
領
」
は
、
文
書
管
理
の
体
制
に
つ
い
て
基
本
的
に
事
務
局
長
を
「
総

括
文
書
管
理
者
」、
事
務
局
総
務
課
長
を
「
総
括
文
書
管
理
者
補
佐
」、
各
課
の
課
長
を
「
文
書
管
理
者
」、
文
書
管
理
者
が
指
名
す

る
者
を
「
文
書
管
理
担
当
者
」
に
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、
た
と
え
ば
青
森
地
方
裁
判
所
に
あ
て
は
め
る
と
、
事
務
局
長
が

「
総
括
文
書
管
理
者
」、
総
務
課
長
・
会
計
課
長
な
ど
が
「
文
書
管
理
者
」（
総
務
課
長
は
「
総
括
文
書
管
理
者
補
佐
」
に
も
な
る
）、
総

務
課
課
長
補
佐
・
会
計
課
課
長
補
佐
な
ど
が
「
文
書
管
理
担
当
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
示
し
た
の
が
「
資
料

《論 説》
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３
」
の
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
組
織
図
」（
東
京
高
等
裁
判
所
）
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
「
ア
ク
セ
ス
組
織
図
」

と
も
い
う
（
東
京
地
方
裁
判
所
）。

「
資
料
３
」
は
、
最
下
部
「
※
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
各
枠
内
の
官
職
に
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
の
枠
の
官
職
及
び
係

の
文
書
に
つ
い
て
ア
ク
セ
ス
権
を
有
す
る
」
と
い
う
関
係
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
ア
ク
セ
ス
権
と
は
、
当
該
文
書
を
閲
読

で
き
る
権
限
」
の
こ
と
で
あ
（
６９
）
る
。
す
な
わ
ち
、
事
務
局
長
は
す
べ
て
の
「
課
」「
係
」
の
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
持
つ
が
、
課
長

は
自
分
の
属
す
る
「
課
」
の
「
係
」
の
文
書
に
し
か
ア
ク
セ
ス
権
は
な
い
。
ま
た
、
係
長
は
自
分
の
「
係
」
の
文
書
に
し
か
ア
ク
セ

ス
し
て
閲
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
（
な
お
、
文
書
管
理
者
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
事
務
官

等
は
文
書
を
閲
覧
・
借
り
出
し
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）。
こ
れ
は
、
長
官
（
所
長
）・
事
務
局
長
か
ら
「
係
」
に
至
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
階
統
制
構
造
が
文
書
管
理
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
「
ア
ク
セ
ス
権
」
と
い
う
発
想

は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
行
政
機
関
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
発
想
・
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
形
作
ら
れ
た
の
か
は
裁
判
所
の
官
僚
制
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
論
点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
排
他
性
で
あ
る
。
ア
ク
セ
ス
権
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
文
書
管
理
を
め
ぐ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
統
制

構
造
の
底
辺
部
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
に
位
置
す
る
裁
判
所
事
務
官
た
ち
は
同
じ
「
課
」
に
属
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
係
」

で
実
際
、
何
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
知
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ク
セ
ス
権
に
よ
っ
て
排
他
的
に
文
書
管
理
が
行
わ

れ
る
結
果
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
の
底
辺
部
に
行
く
程
、
横
の
連
絡
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
隣
の
「
シ

マ
」（「
係
」
の
呼
称
）
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
司
法
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
最
高

裁
・
高
裁
・
地
裁
・
家
裁
に
導
入
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
（
７０
）
ず
、
係
員
が
司
法
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド

を
入
れ
て
も
、
自
分
の
所
属
す
る
「
係
」
の
情
報
（
完
結
文
書
の
表
題
）
し
か
分
か
ら
な
い
よ
う
機
器
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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資料３

（別表第１） 文書管理システム用組織図

係

庶務係

秘書係

文書係

広報係

管理係

任用第一係

任用第二係

給与第一係

給与第二係

能率係

研修係

管理係

監査係

経理係

共済組合係

用度係

保管物係

営繕係

管理係

設備係

庁舎警備係

内務係

資料係

法令係

統計係

庶務係

庶務係

第一・第二係

第一・第二係

事件・記録係

◎ 総括文書管理者 �△ 文書管理担当者 ○ 文書管理者
※ 各枠内の官職にある者は、それぞれ右の枠の官職及び係の文書についてアクセス権を有する。

（出所）「東京高等裁判所司法行政文書取扱要領実施細目」。

課長補佐等

�△ 総務課補佐等０１
総務課補佐等０２

「補佐（総務）」

�△ 人事課補佐等０１
人事課補佐等０２
「補佐（管理）」

人事課補佐等０３
「補佐（任一）」

人事課補佐等０４
「補佐（任二）」

人事課補佐等０５

「補佐（給与）」

人事課補佐等０６

「補佐（能率・研修）」

会計課補佐等０１
会計課補佐等０２
会計課補佐等０３
会計課補佐等０４

「補佐（会計）」

�△ 管理課補佐等０１
管理課補佐等０２

「補佐（管理）」

�△ 資料課等補佐０１
資料課等補佐０２

「補佐（資料）」

�△ 民事訟廷管理官
民事訟廷副管理官０１
民事訟廷副管理官０２
「民事訟廷」

�△ 刑事訟廷管理官
刑事訟廷副管理官
「刑事訟廷」

＊＊＊＊＊
「補佐（知財庶務一）」

＊＊＊＊＊
「補佐（知財庶務二）」

�△ 訟廷管理官
「知財訟廷」

課・部

○ 総務課長

「総務課」

○ 人事課長
総括企画官

「人事課」

○ 会計課長
首席技官

�△ 企画官

「会計課」

○ 管理課長

「管理課」

○ 資料課長

「資料課」

○ 民事首席書記官
民事次席書記官０１
民事次席書記官０２
「民事部」

○ 刑事首席書記官
刑事次席書記官
「刑事部」

○ 第一課長
「知財庶務一課」

○ 第二課長
「知財庶務二課」

○ 知財高裁首席書記官
「知財裁判部」

東京高等裁判所長官等

長官
長官代行（民）
長官代行（刑）

◎ 事務局長

次長

「高裁」

知財所長
知財事務局長

「知財高裁」
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こ
れ
は
、
外
部
に
情
報
を
漏
ら
さ
な
い
と
い
う
内
部
管
理
の
観
点
か
ら
い
え
ば
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
政
策
立
案
や
政
策
展
開

に
あ
た
っ
て
調
整
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
不
向
き
な
仕
組
み
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
か
ら
下
級
裁
判
所
に
出
さ

れ
る
様
々
な
通
達
は
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
「
課
」
で
管
理
さ
れ
、
別
の
「
課
」
が
知
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
排
他
性
も
見

ら
れ
（
７１
）

る
。
こ
う
し
た
排
他
的
な
文
書
管
理
の
あ
り
方
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
省
庁
行
政
文
書
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
農
林
水
産
省
で
は
、
文
書
管
理
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ
た
文
書
名
（
完
結
文
書
）
は
特
段
の
設
定
を
し
な

い
限
り
、
課
内
全
員
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
特
定
の
者
に
限
定
す
る
こ
と
も
、
省
内
全
員
を
対
象
と

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）。

第
三
の
特
徴
は
文
書
管
理
の
内
部
性
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
集
権
性
を
維
持
し
つ
つ
、
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
型
の
階
統
制
構
造
の
底
辺
部
に
行
く
ほ
ど
排
他
的
に
な
っ
て
い
く
文
書
管
理
の
在
り
方
は
、
組
織
内
部
の
管
理
を
重
視
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
司
法
行
政
文
書
は
「
内
部
対
応
型
」
の
文
書
管
理
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
官
僚
制
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
文
書
管
（
７２
）
理
に
よ
っ
て
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
起
案
文
書
の
作
成
に
お
い
て
、
起
案
担
当
者
は
、
参
考
事
項
・
意
見
書
等
の
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
で
起
案
内
容
の

補
足
を
行
う
。
し
か
し
、
司
法
行
政
文
書
は
、
裁
判
文
書
の
よ
う
に
何
を
ど
の
よ
う
に
綴
る
の
か
が
決
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

ど
の
よ
う
な
書
面
を
添
付
す
る
か
は
官
僚
制
の
判
断
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
文
書
保
存
に
つ
い
て
い
え
ば
、
保
存
期
間
満
了
後
の
文

書
は
、
特
に
下
級
裁
判
所
の
場
合
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
保
存
を
延
長
し
な
い
限
り

全
て
廃
棄
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
保
存
の
延
長
・
廃
棄
を
決
め
て
い
る
の
は
官
僚
制
で
あ
る
（
裁
判
文
書
の
よ
う
に

外
部
か
ら
特
別
保
存
要
望
書
が
出
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
は
な
い
）。
さ
ら
に
、
文
書
公
開
は
、
裁
判
文
書
の
よ
う
に
法
律
に
基
づ
く
も

裁判所における文書管理と官僚制
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の
で
は
な
く
（
ま
た
省
庁
行
政
文
書
の
よ
う
に
情
報
公
開
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
）、
内
部
規
則
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
司
法
行
政
文
書
は
、
様
々
な
点
で
官
僚
制
組
織
の
内
部
論
理
に
基
づ
い
た
文
書
管
理
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

第
四
章

結
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
二
つ
の
異
な
る
性
質
の
文
書
（
裁
判
文
書
と
司
法
行
政
文
書
）
が
裁
判
所
の
官
僚
制
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
の
第
一
は
、
文
書
管
理
の
あ
り
方
が
裁
判
文
書
と
司

法
行
政
文
書
で
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
の
文
書
は
、
行
政
機
関
の
そ
れ
の
よ
う
に
一
つ
の
ル
ー
ル
で
律
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
文
書
と
司
法
行
政
文
書
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
登
録
に
お
い
て
全
く
別
個
の

シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
（
７３
）
る
。
第
二
は
、
裁
判
文
書
が
限
定
的
な
「
外
部
対
応
型
」
の
文
書

管
理
、
司
法
行
政
文
書
が
「
内
部
対
応
型
」
の
文
書
管
理
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
裁
判
文
書
と
司
法
行

政
文
書
が
文
書
管
理
に
お
い
て
相
反
す
る
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
（
７４
）
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
に
、
裁
判
部
と
事

務
局
の
官
僚
制
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
書
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
と
も
に
閉
鎖
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
閉
鎖
性
は
、

裁
判
所
に
お
け
る
二
種
類
の
文
書
が
市
民
生
活
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
裁
判
文
書
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
の
、
日
常
の
市
民
生
活
に
お
い
て
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
司
法
行
政
文
書
に
い
た
っ
て
は
市
民
生
活
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
省
庁
行
政
文
書

の
よ
う
に
市
民
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
な
い
た
め
、
社
会
か
ら
強
い
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
文
書
の
公
開
が
市
民
の
問
題
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
文
書
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
裁
判
所
の
官
僚
制
が
、
社
会
と
希
薄
な
関
係
し
か
築
く
こ
と
が

で
き
ず
、
閉
鎖
的
に
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
（
７５
）
い
。

し
か
し
、
裁
判
所
も
国
の
機
関
で
あ
る
以
上
、
閉
鎖
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
置
か
れ

る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
裁
判
所
を
支
配
し
て
い
る
の
が
司
法
行
政
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
（
７６
）

ば
、「
内
部
対
応
型
」
の
文

書
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
司
法
行
政
文
書
を
外
部
（
社
会
）
と
ど
の
よ
う
に
接
合
さ
せ
る
の
か
（
司
法
行
政
文
書
に
外
部
性
を
ど
の
よ

う
に
導
入
す
る
か
）
は
大
き
な
論
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
閉
鎖
性
に
風
穴
を
明
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
が
裁
判
員
制
度
で
あ
る
。
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
評
価
は
様
々
な
も
の
が

あ
り
、
制
度
そ
の
も
の
の
是
非
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
文
書
（
刑
事
事
件
に
限
る
）
と
司
法
行
政
文
書
は

と
も
に
市
民
生
活
と
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
が
作
成
し
た

「
裁
判
員
等
選
任
手
続
に
関
す
る
執
務
資
料
」（
二
〇
〇
九
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
作
ら
れ

る
文
書
の
多
く
は
司
法
行
政
文
書
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
の
割
当
て
及
び
通
知
並
び
に
本
籍
照

会
」「
裁
判
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
の
送
付
」「
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
調
製
」「
呼
び
出
す
べ
き
裁
判
員
候
補
者
の
選
定
」（
こ
の
う

ち
の
選
定
録
）
な
ど
は
司
法
行
政
文
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
に
し
て
裁
判
員
に
選
ば
れ
た

の
か
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
市
民
は
司
法
行
政
文
書
に
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
員
に
選

任
さ
れ
た
場
合
は
、
裁
判
文
書
に
も
関
心
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
本
稿
の
考
察
は
、
資
料
上
の
制
約
も
あ
り
、
予
備
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
実
証
的
な
研
究

を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
裁
判
所
書
記
官
の
分
析
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
裁
判
所
書
記
官

は
、
人
事
異
動
に
お
い
て
裁
判
部
と
事
務
局
を
行
き
来
し
、
事
務
局
の
事
務
官
（
課
長
な
ど
）
に
も
な
（
７７
）
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
書
記
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官
は
、
裁
判
文
書
と
司
法
行
政
文
書
、
両
方
の
文
書
管
理
者
と
な
り
う
る
、
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
な
の
で

あ
る
。
文
書
管
理
の
実
態
に
よ
り
接
近
す
る
に
は
裁
判
所
書
記
官
の
行
動
様
式
を
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
員
制
度
導
入
に
よ
る
環
境
の
変
化
が
裁
判
所
の
文
書
管
理
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
も
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

付
記本

稿
は
、
二
〇
〇
八
―
二
〇
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
�
「
司
法
の
政
治
学
―
基
礎
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
新
藤
宗
幸

千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
）
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
事
実
認
識
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
に
帰
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
執
筆
に
際
し
て
は
、
情
報
公
開
制
度
に
よ
り
資
料
を
入
手
し
た
ほ
か
、
関
係
者
か
ら
様
々
な
研
究
協
力
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
個

人
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
１
）

宇
賀
克
也
『
逐
条
解
説

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
。

（
２
）

右
崎
正
博
「
情
報
公
開
制
度
と
公
文
書
管
理
法
」（
右
崎
正
博
・
三
宅
弘
編
『
情
報
公
開
を
進
め
る
た
め
の
公
文
書
管
理
法
解
説
』
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
一
年
）
七
六
頁
。

（
３
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
「
公
文
書
管
理
法
案
の
修
正
と
情
報
公
開
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
」（
二
〇
〇
九
年
四
月
二
四
日
）
八
頁
。

（
４
）

た
と
え
ば
、
右
崎
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
。
三
木
由
紀
子
「
公
文
書
管
理
法
の
意
義
と
残
さ
れ
た
課
題
」（『
自
由
と
正
義
』
二
〇
一
〇
年
四
月
号
）。

（
５
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
」（
二
〇
〇
八
年
九
月
二
五
日
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、「
第
一
一
回
公
文
書
管
理
の
在

り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
で
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
資
料
」
に
過
ぎ
な
い
。

（
６
）

拙
稿
「
行
政
文
書
と
文
書
管
理
の
あ
い
だ
―
官
僚
制
の
論
理
と
行
動
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
都
市
問
題
』
第
九
九
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
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（
７
）

最
高
裁
判
所
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
不
十
分
な
が
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
司
法
を
め
ぐ
る
『
文
書
』
に
よ
る
行
政
―
そ

の
予
備
的
考
察
―
」（『
司
法
の
政
治
学
―
そ
の
予
備
的
考
察
（
平
成
１８
〜
１９
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）』
千
葉
大
法
経
学
部
、

二
〇
〇
八
年
）。

（
８
）

Ｍ．

ウ
ェ
ー
バ
ー
・
世
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
�
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
）。

（
９
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
裁
判
所
書
記
官
の
執
務
組
織
に
つ
い
て
』（
法
曹
会
、
一
九
七
三
年
）
八
三
頁
。
長
谷
川
久
美
・
有
井
広
光
「
裁
判

所
が
保
有
す
る
歴
史
的
公
文
書
の
移
管
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
四
〇
頁
。

（
１０
）

以
下
に
つ
い
て
は
、「
札
幌
地
方
裁
判
所
・
札
幌
家
庭
裁
判
所
・
札
幌
地
裁
管
内
の
簡
易
裁
判
所
」（
裁
判
所
Ｈ
Ｐ

w
w
w
.courts.go.jp／

Sapporo／about／syokai／chihousai.htm
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二
〇
一
一
年
七
月
七
日
閲
覧
）。

（
１１
）
「
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
用
組
織
図
」（
青
森
地
方
裁
判
所
・
青
森
家
庭
裁
判
所
「
司
法
行
政
文
書
取
扱
要
領
実
施
細
目
（
本
庁
）」）。

（
１２
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
裁
判
員
等
選
任
手
続
に
関
す
る
執
務
資
料
」（
二
〇
〇
九
年
一
月
）。

（
１３
）
「
第
一
一
回
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
二
〇
〇
八
年
九
月
二
五
日
）
三
頁
。

（
１４
）

後
述
す
る
司
法
行
政
文
書
と
異
な
り
、
裁
判
文
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
定
義
は
存
在
し
な
い
。

（
１５
）

こ
こ
で
の
「
書
類
」
と
は
、
訴
状
・
起
訴
状
・
申
立
書
等
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
件
に
関
し
て
出
さ
れ
る
書
類
全
般
を
指
す
（
最
高
裁
判
所
事
務

総
局
編
、
前
掲
『
裁
判
所
書
記
官
の
執
務
組
織
に
つ
い
て
』
八
八
頁
）。

（
１６
）
「
事
件
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
に
つ
い
て
」（
事
務
取
扱
通
達
）
第
１
―
１
（
２
）、
２
（
１
）。

（
１７
）

漢
字
に
つ
い
て
は
「
配
点
」「
配
て
ん
」「
配
転
」
等
所
説
が
あ
る
。
な
お
、
公
文
書
と
し
て
は
「
東
京
地
方
裁
判
所
及
び
管
内
簡
易
裁
判
所
の

平
成
２３
年
度
に
お
け
る
裁
判
官
の
配
置
、
裁
判
事
務
の
分
配
及
び
代
理
順
序
、
開
廷
の
日
割
並
び
に
司
法
行
政
事
務
の
代
理
順
序
に
つ
い
て
の
定

め
」
第
二
九
条
第
五
項
、
第
四
九
条
第
三
項
な
ど
に
「
配
点
」
と
い
う
文
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
（w

w
w
.courts.go.

jp

）
の
民
事
事
件
・
口
頭
弁
論
等
に
お
い
て
は
「
事
件
の
配
て
ん
を
受
け
た
…
…
」、
司
法
研
修
所
監
修
『
４
訂

民
事
訴
訟
第
一
審
手
続
の
解
説

―
事
件
記
録
に
基
づ
い
て
―
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
一
年
）
で
は
「
配
て
ん
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
表
記
に
従
う
こ

と
に
し
た
。

（
１８
）
「
事
件
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）
第
１
―
３
。
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（
１９
）
「
事
件
の
受
付
及
び
分
配
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
第
４
―
２
。

（
２０
）
「
大
法
廷
首
席
書
記
官
等
に
関
す
る
規
則
」（
最
高
裁
判
所
規
則
）
第
三
条
及
び
第
六
条
。

（
２１
）

同
右
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
。

（
２２
）

た
と
え
ば
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
事
件
記
録
の
編
成
に
関
す
る
通
達
の
解
説
』（
法
曹
会
、
一
九
八
三
年
）。

（
２３
）

詳
細
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
司
法
研
修
所
監
修
『
刑
事
第
一
審
公
判
手
続
の
概
要
―
参
考
記
録
に
基
づ
い
て
―
（
平
成
２１
年
度
版
）』（
法

曹
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
―
二
頁
。

（
２４
）
「
事
件
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）
第
１
―
１
（
１
）。「
第
一
一
回
公
文
書
管
理
の
在
り

方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
二
〇
〇
八
年
九
月
二
五
日
）
五
頁
。

（
２５
）

た
と
え
ば
、「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
依
命
通
達
）
第
２
―
１
。

（
２６
）
「
事
件
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）
第
１
―
１
―
（
２
）。

（
２７
）

も
っ
と
も
、「
刑
事
事
件
記
録
等
の
事
件
終
結
後
の
送
付
及
び
保
存
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
総
務
局
長
通
達
）
に
基
づ
き
、
証

拠
保
全
請
求
事
件
や
刑
事
損
害
賠
償
命
令
事
件
な
ど
の
刑
事
事
件
記
録
に
つ
い
て
は
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
２８
）

刑
事
事
件
と
そ
の
他
で
保
存
機
関
が
異
な
る
背
景
に
つ
い
て
は
、
竹
澤
哲
夫
「〔
第
二
報
告
〕
訴
訟
記
録
保
存
法
制
の
現
状
と
問
題
点
」（『
早
稲

田
法
学
』
六
九
巻
二
号
、
一
九
九
三
年
）。

（
２９
）

因
み
に
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
で
は
、「
保
存
期
間
」
で
は
な
く
「
保
管
期
間
」
と
い
わ
れ
る
。

（
３０
）
「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
」（
最
高
裁
判
所
規
程
）
別
表
第
１
。

（
３１
）

浅
古
弘
「〔
第
一
報
告
〕
序
説
・
裁
判
記
録
法
制
の
歴
史
」（『
早
稲
田
法
学
』
六
九
巻
二
号
、
一
九
九
三
年
）
七
二
頁
。

（
３２
）

各
検
察
庁
で
保
管
さ
れ
る
刑
事
事
件
記
録
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、「
何
人
も
、
被
告
事
件
の
終
結
後
、
訴
訟
記
録
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
」（
刑
事
訴
訟
法
第
五
十
三
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
但
し
、
訴
訟
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
検
察
庁
の
事
務
に
支
障
の
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」。

（
３３
）

因
み
に
、
事
件
記
録
等
の
閲
覧
等
は
部�

に
保
管
中
も
可
能
で
あ
る
（
同
通
達
、
第
３
「
部
に
お
い
て
保
管
中
の
事
件
記
録
等
の
閲
覧
等
に
関
す

る
事
務
」）。

《論 説》
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（
３４
）

た
と
え
ば
、
松
井
茂
紀
『
情
報
公
開
法
入
門
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
五
頁
。
民
事
訴
訟
法
に
は
「
秘
密
保
護
の
た
め
の
閲
覧
等
の

制
限
」（
第
九
十
二
条
）
の
規
定
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
は
「
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
で
し
か
閲
覧
制
限
を
認
め
て
い
な
い
」

と
い
う
（
星
野
豊
「
民
事
訴
訟
記
録
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
に
関
す
る
一
考
察
」（『
筑
波
法
政
』
第
四
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
頁
）。
民
事

訴
訟
記
録
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
小
林
直
樹
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
裁
判
記
録
の
開
示
に
関
す
る
一
考
察
」（『
奈
良
法
学
会
雑
誌
』
第
二
一
巻

第
三
・
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
は
、
保
管
検
察
官
の
判
断
に
よ
っ
て
「
弁
論
の
公
開

を
禁
止
し
た
事
件
」「
被
告
事
件
が
終
結
し
た
後
三
年
を
経
過
し
た
時
」「
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
」
と
き
な
ど
に
つ
い
て
閲
覧
さ
せ
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
（
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
第
四
条
第
二
項
）。
刑
事
訴
訟
記
録
の

開
示
請
求
に
対
す
る
不
許
可
処
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
九
大
公
法
判
例
研
究
会
に
よ
る
判
例
研
究
（
大
城
渡
）
が
あ
る
（『
九
大
法
学
』

第
六
八
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
こ
こ
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
根
拠
に
検
察
官
が
請
求
を
不
許
可
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
も
考
慮
し
た
訴
訟
記
録
の
作
成
方
法
の
改
善
を
検
討
す
る
余
地
」（
一
七
七
頁
）
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
３５
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
窓
口
で
確
認
し
た
（
因
み
に
、
当
事
者
氏
名
か
ら
事
件
番
号
は
調
べ
て
く
れ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
）。
な
お
、
黒
坂
則
子
「
訴
訟
記
録
情
報
公
開
請
求
事
件
」（『
判
例
地
方
自
治
』
第
三
〇
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
三
一
頁
）
も
参
照
し
た
。

（
３６
）

刑
事
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
は
謄
写
の
規
定
そ
の
も
の
が
な
い
。

（
３７
）

櫻
井
敬
子
「
裁
判
所
の
情
報
公
開
―
最
高
裁
裁
判
官
会
議
議
事
録
非
公
開
訴
訟
を
素
材
と
し
て
」（『
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
』
第
四
四
巻
第
五
号
、

二
〇
〇
五
年
）
一
九
頁
の
注
�
。
因
み
に
、
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
に
は
、「
主
要
判
決
速
報
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３８
）
『
読
売
』
二
〇
〇
五
年
三
月
二
九
日
、
二
〇
〇
六
年
六
月
一
六
日
。
因
み
に
、
現
在
、「
事
件
記
録
の
保
管
及
び
送
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
事
務
総
長
通
達
）
に
基
づ
き
主
任
書
記
官
は
、
年
一
〜
二
回
、
事
件
記
録
の
保
管
状
況
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
３９
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
、
前
掲
『
裁
判
所
書
記
官
の
執
務
組
織
に
つ
い
て
』
二
六
六
頁
。

（
４０
）

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「『
司
法
資
料
問
題
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
か
ら
（
上
）（
下
）」（『
地
方
史
研
究
』

第
四
四
巻
第
二
・
三
号
、
一
九
九
四
年
）。

（
４１
）
「
討
論
」（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

司
法
資
料
保
存
の
歴
史
と
現
代
的
課
題
」『
早
稲
田
法
学
』
六
九
巻
二
号
、
一
九
九
三
年
）
一
三
〇
頁
。

（
４２
）

こ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
竹
澤
哲
夫
「〔
第
二
報
告
〕
訴
訟
記
録
保
存
法
制
の
現
状
と
問
題
点
」（『
早
稲
田
法
学
』
六
九
巻
二
号
、
一
九
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九
三
年
）

（
４３
）

こ
の
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
服
部
悟
「
民
事
判
決
原
本
の
永
久
保
存
の
廃
止
と
民
事
事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
つ
い

て
」（『
自
由
と
正
義
』
一
九
九
二
年
四
月
号
）。

（
４４
）

前
掲
「
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
」
一
〇
頁
。

（
４５
）

二
〇
一
〇
年
度
に
下
級
裁
判
所
か
ら
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
裁
判
文
書
の
う
ち
二
三
冊
は
、「
２
項
特
別
保
存
」
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
（
公
文
書
館
ニ
ュ
ー
ス
「
下
級
裁
判
所
の
裁
判
文
書
（
九
八
三
冊
）
の
目
録
公
開
」
国
立
公
文
書
館
Ｈ
Ｐ

w
w
w
.archives.go.jp

二
〇
一
一

年
七
月
一
四
日
閲
覧
）。

（
４６
）

こ
う
し
た
こ
と
は
「
討
論
」（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

司
法
資
料
保
存
の
歴
史
と
現
代
的
課
題
」『
早
稲
田
法
学
』
六
九
巻
二
号
、
一
九
九
三
年
）
一

三
三
頁
。
ま
た
、
瀧
川
叡
一
・
竹
澤
哲
夫
「
司
法
資
料
の
保
存
・
利
用
に
つ
い
て
」（『
自
由
と
正
義
』
一
九
九
七
年
一
月
号
、
九
六
頁
）
か
ら
も

示
唆
を
得
た
。

（
４７
）

長
谷
川
久
美
・
有
井
広
光
、
前
掲
論
文
、
四
一
―
四
二
頁
。
因
み
に
、
国
立
一
〇
大
学
に
保
管
さ
れ
て
い
た
民
事
判
決
原
本
（
一
八
七
五
年
か

ら
一
九
四
三
年
）
三
六
六
二
四
冊
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
は
、
二
〇
一
〇
年
度
に
完
了
し
た
（
公
文
書
館
ニ
ュ
ー
ス
「
国
立
大
学
か
ら
民
事

判
決
原
本
の
移
管
が
す
べ
て
完
了
。
目
録
公
開
さ
れ
る
。」
国
立
公
文
書
館
Ｈ
Ｐ
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
閲
覧
）。

（
４８
）

移
管
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
裁
判
文
書
に
つ
い
て
は
、
目
録
の
検

察
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
初
年
か
ら
同
二
三
年
ま
で
の
民
事
判
決
原
本
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
で
全
文
を
画
像

で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４９
）

裁
判
所
の
画
一
性
に
つ
い
て
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト
『
名
も
な
い
顔
も
な
い
司
法
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。
フ
ッ
ト
は
「
統

一
性
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。

（
５０
）
「
第
一
五
九
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
」（
二
〇
〇
四
年
三
月
三
一
日
）
に
お
け
る
中
山
隆
夫
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
発
言
。

（
５１
）

二
つ
の
要
領
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
事
柄
を
除
け
ば
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
５２
）

宇
賀
克
也
『
新
・
情
報
公
開
法
の
逐
条
解
説
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
５３
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
三
二
頁
。
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（
５４
）

省
庁
行
政
文
書
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
に
「
一
般
文
書
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
一
般
文
書
」
は
接
受
文

書
・
起
案
文
書
と
並
ん
で
省
庁
行
政
文
書
の
一
つ
の
類
型
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
発
案
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
文
書
…
…
参
考
資
料

…
…
意
見
…
…
議
事
録
な
ど
」
を
指
す
（「
公
文
書
等
の
中
間
段
階
に
お
け
る
集
中
管
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
研
究
会

第
二
回
議
事
要
旨
」
九

頁
）。

（
５５
）
「
下
級
裁
要
領
」
で
「
供
閲
」
手
続
は
「
決
裁
手
続
に
準
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
５６
）

因
み
に
、「
下
級
裁
要
領
」
で
は
司
法
行
政
文
書
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
さ
ら
に
「
秘
密
文
書
」
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
秘
密
文
書
」
を

「
職
員
の
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
司
法
行
政
文
書
そ
の
他
の
取
扱
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
司
法
行
政
文
書
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
５７
）
「
下
級
裁
要
領
」
に
は
「
課
等
は
、
資
料
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
資
料
文
書
に
係
る
文
書
管
理
情
報
及
び
当
該
資
料
文

書
（
電
子
文
書
に
限
る
。）
を
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
５８
）

た
と
え
ば
、
青
森
地
方
裁
判
所
・
青
森
家
庭
裁
判
所
「
司
法
行
政
文
書
取
扱
要
領
実
施
細
目
」
第
４
「
司
法
行
政
文
書
の
処
理
」
１
―
（
２
）。

（
５９
）

こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
組
織
共
用
文
書
は
実
際
に
は
「
資
料
文
書
」
で
な
く
、「
司
法
行
政
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
」「
処
理
に
係
る
事
実
が
軽
微
な
も
の
」（
下
級
裁
要
領
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

「
軽
微
な
」
文
書
は
司
法
行
政
文
書
に
入
ら
な
い
た
め
、
司
法
行
政
文
書
は
「
起
案
文
書
」
だ
け
を
指
す
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。「
軽
微
な
」
文

書
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
「
司
法
を
め
ぐ
る
『
文
書
』
に
よ
る
行
政
―
そ
の
予
備
的
考
察
―
」
五
〇
―
五
一
頁
。

（
６０
）

前
掲
「
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
」
二
、
八
頁
。

（
６１
）

稟
議
制
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
井
上
誠
一
『
稟
議
制
批
判
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
わ
が
国
行
政
機
関
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
の
実
際
―
』（
行

政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
一
年
）。
な
お
、
以
下
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
西
尾
勝
『
行
政
学
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
三
〇

二
―
三
一
九
頁
も
参
照
し
た
。

（
６２
）

聴
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
６３
）

聴
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
６４
）
『
読
売
』
二
〇
〇
一
年
七
月
一
一
日
、
七
月
二
一
日
、
七
月
二
五
日
、
二
〇
〇
二
年
二
月
三
日
。

（
６５
）

櫻
井
、
前
掲
論
文
、
一
六
頁
。
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（
６６
）

以
下
に
つ
い
て
は
、
新
藤
宗
幸
『
司
法
官
僚
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
三
―
二
一
六
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
６７
）

総
合
研
究
開
発
機
構
・
高
橋
滋
共
編
、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
の
注（
４１
）。
因
み
に
、
裁
判
文
書
の
閲
覧
に
一
件
一
五
〇
円
の
手
数
料
が
か
か
る

の
に
対
し
て
（「
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
」）、
司
法
行
政
文
書
の
閲
覧
に
は
全
く
手
数
料
が
か
か
ら
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
な
の
で
あ
る
。
な

お
、
省
庁
行
政
文
書
に
つ
い
て
も
開
示
に
あ
た
っ
て
手
数
料
が
必
要
と
な
る
。

（
６８
）

も
っ
と
も
、
戦
後
、
最
高
裁
判
所
発
足
以
来
の
裁
判
官
会
議
議
事
録
は
す
べ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
二
〇
〇
四
年
三
月
三
一
日
「
衆
議

院
法
務
委
員
会
」
に
お
け
る
中
山
隆
夫
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
発
言
）。

（
６９
）
「
東
京
高
等
裁
判
所
司
法
行
政
文
書
取
扱
要
領
実
施
細
目
」
第
１
―
２
―
（
４
）。

（
７０
）

二
〇
〇
六
年
か
ら
最
高
裁
判
所
・
高
等
裁
判
所
・
地
方
裁
判
所
（
簡
易
裁
判
所
）
と
家
庭
裁
判
所
を
通
じ
た
「
司
法
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
」
に
よ
っ
て
紙
文
書
と
電
子
文
書
を
一
元
的
に
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
前
掲
「
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
管
理
」
二
頁
）。

（
７１
）

な
お
、
こ
う
し
た
こ
と
は
裁
判
所
間
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
裁
判
所
の
司
法
行
政
文
書
は
、
裁
判
所
間
で
相
互
に
「
閲
読
」
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
電
話
な
り
で
相
互
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
聴
き
取
り
調
査
に
よ
る
）。

（
７２
）

こ
う
し
た
こ
と
は
、
省
庁
行
政
文
書
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
拙
稿
、
前
掲
「
行
政
文
書
と
文
書
管
理
の
あ
い
だ
」
参
照
。

（
７３
）

聴
き
取
り
調
査
に
よ
る
。
本
稿
で
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
「
民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。

（
７４
）

因
み
に
、
裁
判
文
書
は
外
部
に
出�

て�

い�

く�

文
書
、
司
法
行
政
文
書
は
外
部
に
出�

て�

い�

か�

な�

い�

文
書
と
い
う
意
識
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
聴
き
取

り
調
査
に
よ
る
）。
ま
た
、
事
件
記
録
に
は
名
前
が
載
る
（
書
記
官
）
の
で
思
い
入
れ
が
深
い
と
い
う
こ
と
も
聴
い
た
。

（
７５
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
経
験
談
と
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
…
…
私
は
、
知
人
で
あ
る
何
人
も
の
マ
ス
コ
ミ
の
方
か
ら
、

直
接
こ
う
質
問
さ
れ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
る
。『
政
府
機
関
、
地
方
自
治
体
、
企
業
等
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
取
材
し
た
が
、
最
も
取
材
が
難
し
い

の
が
裁
判
所
で
あ
る
。
行
政
機
関
は
、
一
人
一
人
の
職
員
が
意
外
と
よ
く
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
る
。
裁
判
所
は
、
す
べ
て
総
務
課
回
し
で
紋
切
型
情

報
し
か
く
れ
ず
、
現
場
を
よ
く
知
る
裁
判
官
や
職
員
に
直
接
取
材
が
で
き
な
い
。
事
件
そ
の
も
の
は
無
理
に
し
て
も
、
現
場
の
声
を
な
ぜ
か
く
も

直
接
取
材
す
る
の
が
難
し
い
の
か
。
…
…
』」（
浅
見
宣
義
「
司
法
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
は
」
日
本
裁
判
官
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
『
裁
判
官
は
訴
え

る
！
私
た
ち
の
大
疑
問
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
二
六
七
頁
）。
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（
７６
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
藤
、
前
掲
書
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
裁
判
所
情
報
公
開
法
」
の
制
定
に
つ
い
て
も
具

体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
７７
）

裁
判
所
書
記
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
前
田
智
彦
「
民
事
司
法
に
お
け
る
裁
判
補
助
の
法
社
会
学
的
考
察
（
一
）
―
裁
判
所
書

記
官
に
よ
る
裁
判
補
助
を
中
心
に
―
」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
一
二
三
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
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